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東日本大震災における液状化および盛土の変状による住宅被害
安田進東京電機大学理工学部教授

東日本大震災では、津波以外の原因による住宅の被害も大変多く

発生した。その中には震動そのものによる被害に加えて、液状化や

造成宅地盛土のすべりといった、地盤変状によって被災したものが

数多くある。

異なる。震動そのもので被災した場合には、外観から被災程度が分

かり易い。これに対し液状化による被害の場合は、見た目では大し

たととはなくても、少しでも傾いた住宅の中での生活は困難となる。

本稿では、地盤変状に起因した住宅の被害の実態および復旧に

地震による戸建て住宅の被害の様子は、被災原因によって大きく あたっての課題を述べる。

｜ぷ考配
リモートセンシンク、による広域災害の把握
山崎文雄千葉大学大学院工学研究科教授

りモートセンシンク、は、宇宙や空中より、光や熱などの電磁波を観 しかし、最近のセンサとプラットフォームの技術革新により、我が

測するセンサを用いて、地表や大気の状況を把握する技術を指す。 固では1995年の阪神・淡路大震災以降、様々なリモートセンシンク、

すでに長い歴史を有するが、従来は画像の空間分解能が最大20～ 技術が、防災の分野で、広く利用されるようになった。そこで、リモ－

30m程度で、あったこともあり、観測データの防災利用に関しては、大 トセンシンク‘による広域災害把握に関する最新の動向について、

規模な斜面崩壊などの地盤災害や、堪水が長期に続く大陸型洪水 2011年東日本大震災における実例を中心に紹介し、今後の発展の

の把握など、地表における変状が広域にわたるものに限定されて 方向と課題について考える。

いた。

I 論考② 附 ｜ 

東日本大震災とBCP・サプライチェーンをめぐる問題

竹内朗プ口アクト法律事務所弁護士

東日本大震災とその後の状況は、わが国の企業活動に対して多く これらの問題に対する最適解を見つけ出すととは容易ではない

の問題を提起した。とりわけ、あらゆる業種・業態に関わるB仁p( ものの、震災から半年以上を経た現時点で整理しておくととは、企

Business Continuity Plan＝事業継続計画）の問題と、製造業や小売 業が次なる巨大リスクに備える意味でも有意義と考えられる。そこ

業を中心とするサプライチェーンの問題については、重大な問題が で、法律実務家の観点から、東日本大震災が投げかけたB仁Pとサプ

投げかけられたままて’あると言ってよし、 ライチェーンをめぐる問題について整理を試みる。

表紙：白川郷（日本）

円問団問
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乙のページでは、 今号に掲載している記事の概要をご紹介しま
す。本誌はバックナンバーを含め、当、協会ホームページ （※）で
ご覧いただけますG ι ＼ 

パックナンバーは201号か‘ら掲載しておりますので、どうぞ ご
活用ください。 ーー
※h ttp://www.sonpo.or.jp/arをhive/publish/bousai/0001.html 
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国際取引契約と不可抗力 田村淳也ユアサハラ法律特許事務所弁護士

東日本大震災は、人命や財産に甚大な被害をもたらすとともに、

大震災に対する備えが果たして十分なものであったかという点に

関して、我が国の社会全体に重い教訓を残したといえる。との乙と

は、国際取引に関する契約法務の分野においても例外ではなく、国

際取引における契約条項の作成等にあたり、自然災害により生じる

問題点やリスクに対する配慮が十分になされていたかどうか、検討

の余地があるものと恩われる。

本稿では、大震災等の自然災害により国際取引契約において生

じる問題点を挙げたうえで、その中でも特に「不可抗力」の問題を取

り上げ、その詳細を紹介するとともに、東日本大震災の発生後にお

いて、新たに留意すべき点がないかにつき、検討を試みる。

｜座談会

放射能汚染を越えて
木村真三 濁協医科大学国際協力支援センター国際疫学研究室准教授、国際疫学研究室福島分室室長
中西友子東京大学大学院農学生命科学研究科放射線植物生理学研究室教授
小出五郎科学ジャーナリスト／本誌編集委員／司会

東日本大震災では、原子力発電所から放射性物質が流出する事 そこで、被災地の復興に向けて何をすべきで、何ができるか、被災

故が発生し、原子力発電の安全性とエネルギーの問題として、日本 地の現状に詳しい専門家に、将来を見据えた議論をお願いした。

のみならず世界中で、議論となっている。

一方、この事故の被災地では、除染を始めとする対策が進まず、

同時に風評被害や被災者差別なども問題になっている。

「
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　東日本大震災では、津波による被害以外の原因による住宅の被害も大変多く発生した。その中には震動そのものによる被害に加えて、液状化
や造成宅地盛土のすべりといった、地盤変状によって被災したものが数多くある。
　このページでは、安田 進氏（東京電機大学理工学部教授）が実施した現地調査において撮影した、被害の特徴をとらえた写真などを紹介する。
※概要は2ページに、詳しい解説は8ページから掲載しています。

特集１　東日本大震災における液状化および盛土の変状による住宅被害

写真２　仙台市青葉区折立における造成宅地盛土の被害
　（盛土の変状原因は地震力によるすべり破壊が多いと思われるが、中には
　噴水・噴砂も発生し、明らかに盛土材の液状化による被害も発生している。）

写真１　地震翌日の浦安市の状況
　（発生した噴砂を取り除いているところ。背後の家々が沈下
　・傾斜している。）

図１　東京湾岸において、お台場から千葉にかけて液状化が発生した地区

図２　隣接する家屋が傾斜する
　パターン
　（２棟の場合には内向きに、また、４
　棟の場合は中心に向かって傾く傾向
　が多々見られた。）

写真３　仙台市太白区緑ヶ丘における宅地地盤の変状と家屋被害
　（地滑り防止杭が盛土全体のすべりを防いだものの、杭が押されて、宅地
　地盤が少し変形したことにより、家屋が被災した。）

図３　仙台市泉区南光台で見られた家屋被害のパターン
　（盛土、切土の範囲は（株）復建技術コンサルタントの調査による。）
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　東日本大震災について、多くの人々が、高揚した気分で声
高に意見を述べている。こんな時こそ、心静かに、先哲の言
葉に耳を傾ける必要がある。
　大震災前、地震研究者の間では、アスペリティモデルによ
るプレート境界型地震の予測に、ある程度目処が立ったと言
われていた。しかし、今回の地震によって、プレート境界型
地震に関する基本的な枠組みである比較沈み込み学にも疑
問が呈されている。寺田寅彦は、「烏瓜の花と蛾」において、
「科学がほんのすこしばかり成長して丁度生意気盛りの年頃
になって居るものと思はれる。天然の玄関をちらと覗いただ
けで、もう悉く天然を征服した気持になって居るやうである。」
と述べている。
　同じく、震災前、地球温暖化対策の声に後押しされ、老朽
化した原発を40年以上運転することが計画されていた。しか
し、原子炉圧力容器の脆性破壊を監視するために容器内に
設置されている「サーベイランス試験片」はすでに底をつい
ていたとの情報もある。明治時代、小樽の防波堤を築いた土
木工学者廣井勇は、コンクリートの耐海水性について50年間
にわたる試験を計画し、６万個に及ぶモルタルブリケットを
作成。その試験は2002年まで営々と続けられた。廣井はそ
の著書「築港」の緒言において、「計画ヲ立ツルニ当リテハ
最モ慎重ニ最モ周到ヲ以テシ百年ニ竟リテ違算ナキヲ期セサ
ルヘカラス……技術者千載ノ栄辱ハ懸テ設計ノ上ニ在リ之カ
用意ノ慎密遠図ヲ要スル亦以テ了スヘキナリ」と述べている。
　福島第一原子力発電所の事故では「想定外」が連発され、
その無責任体制に唖然としているのは、一人筆者のみでは
ないであろう。政治学者丸山真男は「軍国支配者の精神形
態」において、我が国のシステムに存在する、「既成事実へ
の屈伏」と「権限への逃避」という２つの傾向を指摘し、「無
責任の体系」というエトスが埋め込まれていると述べている。
寺田寅彦も、「災難雑考」において、「誤った責任観念から
色々の災難事故の真因が抹殺され、そのおかげで表面上の
責任者は出ない代わりに、……」と述べている。
　人間の思い上がりを戒め、自然を謙虚に見つめ、災害発
生の真の原因追究のための方策を考えること等、「歴史から学
んで未来を考える」ことが、現在に生きる我々の責務である。

東日本大震災に想う
−未曾有・想定外・無責任−

藤
ふ じ た に

谷 徳
と く の す け

之助
（財）日本気象協会 顧問／

本誌編集委員

防
災
言
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科学ジャーナリスト／本誌編集委員　小
こ い で
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ご ろ う
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原子力と時代精神

　時代精神について考えたい。時代的な要請
から生まれる価値観のことである。社会、経
済、政治、技術など、およそ人間の営みで時
代精神と無縁なものはない。敢えて時代精神
を無視して暴走するとき、大きなしっぺ返し
を覚悟しなければならない。
　埼玉県川口市にあるNHKアーカイブスに
は、これまで放送した番組が資料として大量
に保管されている。試みに原子力番組で検索
するとおよそ1,300本、ニュースの中で触れ
たものを入れると３万本を超える番組が見つ
かる。ほかにも、全国のNHK放送局に保管
されているものがあるので、それを加えると
もっと増える。全部で何本あるのか、あまり
よく分からない。
　11月から12月にかけて、アーカイブスか
ら選んだ原子力番組特集が電波に乗った。
70分ずつ４回、桜井洋子さんがキャスター
で、私が解説を担当した。読者の中には、あ
るいはご覧になった方がいるかもしれない。
　フクシマをもたらした責任は、マスコミに
もある。政官業（業には関係企業と一体化し
た労組を含む）の鉄壁のトライアングルに、
学者とマスコミの一部も加わって、原子力を
推進する原子力村ペンタゴン（五角形）をつ
くってきた。マスコミが時に批判的なスタン

スを取りながら、全体としては推進する側に
立ってきたことを、その中にいた者の一人と
して、素直に反省しなければならない。その
思いから番組の制作に協力したつもりだ。
　1,300本の中からどの番組を選ぶか。これ
には悩んだ。目をしょぼしょぼさせながら、
代表作を何本も試写した。結果、原子力特集
に選んだのは次のような番組である。

１）1981年７月放送の３本シリーズ「原子
力・秘められた巨大技術」から、「①これ
が原子炉だ」と「②安全はどこまで」。放
送時は各79分と49分だったが、編集して
55分に短縮。番組枠70分の残り15分を解
説に充てた。
２）1981年８月放送の「いま原子力を考え
る」。上記のシリーズの３本目の「廃棄物
処理」を含め、視聴者からの大きな反響を
踏まえて制作した討論番組で、推進の立場
から当時日本原子力産業会議専務理事だっ
た森一久さん、批判の立場から当時大阪大
学講師で行動する科学者として知られてい
た久米三四郎さんの二人が、白熱の議論を
展開した。
３）1987年３月放送の「調査報告・チェル
ノブイリ原発事故」。NHKチームが放射能
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測定器を持参して、北欧から南欧まで汚染
地帯を調査した記録で、福島第一原発事故
に際していち早く汚染マップを作成した調
査報道の原点になった番組である。
４）1995年８月に放送の「調査報告・地球
核汚染〜ヒロシマからの警告〜」。ヒロシ
マ、ナガサキ、チェルノブイリにとどまら
ず、米ソの核施設、北極圏や南太平洋の核
実験の被害に苦しむ人々を取材し、核兵器
と原子力エネルギー利用に目を向ける大切
さを考えた番組。

　こう並べると、何だか原子力に批判的な番
組だけを選んだように見えるかもしれない
が、決してそうではない。原子力推進に協力
した番組が皆無とは言わないが、よく噂され
るように政治的圧力に屈して、あるいは配慮
して、適当なところでごまかしているような
ところは見当たらない。大多数の番組は原子
力に潜む問題点を明らかにするべく努力をし
ている。選んだ番組は４回シリーズの制約や
時代的な背景のバランスなどを考えた結果で
ある。
　総じて、原子力番組は批判的な立場から健
闘してきたという印象の方が強い。
　むしろ、番組では多くの問題を提起し、放
送時には視聴者の大きな関心を呼んだという
事実が存在したにもかかわらず、原子力政策
に対する影響力、原子力村の推進に対する影
響力はほとんど無かったことに驚く。つまり、
情報は視聴者の頭には届いたが、そこまでで

終わってしまったということだ。
　これをどう考えたらいいのだろうか。
　第一に、原子力村の資金とポストと便宜を
接着剤にした団結は強固にして堅固、推進を
前提にしない批判に耳を傾ける必要などさら
さらなかった、ということだろう。批判は犬
の遠吠えだったということである。
　第二に、前号でも書いたことだが、「原子
力村」に限らず、「村」社会は日本のごく普通
の風景という点もやはり関係しているだろう。
外の批判は無視すればそれでおしまいなのだ。
　第三に、冒頭に書いた時代精神の軽視、無
視、結果としての思考停止である。
　1970年代、世界各国で原子力安全論争が
盛んになった。このころの時代精神は「環境
規制」。「巨大技術には規制が必要」という価
値観だった。「成長の限界」、「予防原則」、「汚
染者負担」も含まれる。こうした視点からの
問題提起はあったが、極東の島国日本では、
原発立地に見るように、障害になる問題は札
束で解決する政策が進められるだけだった。
　1980年代には、「持続可能な経済」、「多様
性の尊重」が新しく加わったが、相変わらず
思考停止状態が続いた。1990年代に入り地
球温暖化防止が課題になれば、それすらも
「原子力ルネッサンス」と呼んで、原子力推
進に利用した。フクシマの後も原発輸出を唱
える。ここまで来ると、精神の貧困を感じる。
　原子力だけではない。防災の面でも特異な
進化を遂げた価値観のガラパゴス化が進んで
いないか。私たちは再点検する必要がある。
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　東京電機大学理工学部 教授　

東日本大震災における液状化
および盛土の変状による住宅被害

１．はじめに

　東日本大震災では、津波による種々の被害が甚
大であり、報道もそちらに集中しているが、津
波以外の原因による住宅の被害も大変多く発生し
た。その中には震動そのものによる被害に加えて、
液状化や造成宅地盛土のすべりといった地盤変状
によって被災したものが数多くある。発生した範
囲も東北は勿論のこと、東京湾岸まで広範囲にわ
たっている。これらの被害の詳細や被災のメカニ
ズムに関しては、地震から８か月以上経った今で
もまだあまり明らかになっていない。また、被災
した家屋は、ほんの少ししか復旧がなされていな
いままになっている。ここでは、このように地盤
変状に起因した住宅の被害の実態および復旧にあ
たっての課題を述べる。
※図・表・写真は４ページにカラーで掲載してあ

ります。

２．液状化発生地点および住宅の被害

（１）液状化が発生した範囲と地形的な特徴
　今回の地震は規模が大きかったため、東北から
関東にかけて非常に広い範囲で液状化が発生した。
地盤工学会では国土交通省関東地方整備局からの
委託を受け、関東地方の液状化発生地点の拾い出
しを行った１）。それによると、液状化した箇所は
茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県と広い地域に点在している。これを地形によっ
て大まかに分類すると、以下のような人工地盤が
主である。
①海岸の埋立地（東京湾岸を始め、茨城県などの

太平洋沿岸の多くの地区）。
②平野の川、池などの埋立地（利根川沿いなど）。
③丘陵の造成地における池などの埋立地（東海村）。
④河川堤防。
⑤埋設管の埋戻し土、（旭市）。
⑥砂鉄を採取するために掘削して埋め戻した箇所。
　一方、東北地方の液状化地点も①〜④の地形で発
生しており、さらに、海岸平野の自然堆積地盤でも
液状化したのではないかと思われる。ただし、海岸
平野のほとんどは津波によって洗い流されたため、
明らかになっていない。また、関東地方のような全
体のまとめもまだ行われていない。

（２）液状化により戸建て住宅が被害を受けた背景
　今回の地震で液状化によって被害を受けた住宅は
22,000軒程度ではないかと見られている。我が国
で液状化による被害が広く認識されたのは1964年
の新潟地震の時である。以後、液状化に関する研究
が熱心に行われたため、現在では中・高層建物や橋
梁などのほとんどの大型の構造物の耐震設計におい
て液状化が考慮され、液状化を防止する対策も数多
く行われるようになってきている。今回の地震でも、
これらの大型構造物には液状化による被害はほとん
ど発生せず、戸建て住宅が甚大な被害を受けた。こ
れだけの被害を生じたのは、液状化が考慮されずに
戸建て住宅が建てられているからである。
　宅地を造成する時に地盤改良するか、家屋を建て
る際に杭基礎を用いるか、どちらかの段階で液状化
を考慮しておけばこのような被害は発生しない。と
ころが、４号建築物（一般の木造２階建ての住宅が
該当する）では、認定を受けた型式に適合する建築
材料を用いる建築物と建築士の設計した建築物につ

防災基礎講座
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いては、建築確認申請の審査を簡略化して構わな
いとされており、一般に液状化を考慮されずに建
てられている。また、二級建築士、木造建築士の
試験において地盤に関する項目はなく、液状化を
含め一般に地盤条件をあまり考慮せずに建てられ
ているのが現状である。

（３）東京湾岸の被害状況
　東京湾岸の埋立地では千葉県から東京都、神奈
川県と広い範囲で液状化し、１万戸を超す戸建て
住宅が液状化により沈下、傾斜した。筆者は地震
の翌日から約10日かけて研究室の学生諸君と手分
けして東京湾岸を調査してまわった２）。その結果
に、さらに上述の関東地方整備局から委託され地
盤工学会で検討した結果１）を加えて、液状化した
と判断される地区を示すと図1のようになる。こ
れに見られるように、東京都のお台場から千葉市
の千葉港付近までの広い範囲で液状化が発生し
た。この地域の液状化による地盤の変状および構
造物の被害の特徴を挙げると以下のようになる。
①噴水・噴砂は所々で発生したのではなく一面に

発生し、広い範囲で激しい液状化が生じた。
②噴砂の量は非常に多く、地盤が数十 cm も沈下

し、支持層まで打設してある杭の抜け上がりが
多く発生した。

③幹線道路の歩道や生活道路などでは盛り上がり
や迫上がりが各地で発生した。

④数多くの戸建て住宅が大きく沈下・傾斜した。
これに対し、中・高層集合住宅や高架橋、橋梁
などの大型構造物はほとんど被害がなかった。

ただし、建物自体に被害がなかったといえども、
周囲の地盤との大きな段差や埋設管の被害が発生
し、不便な生活を余儀なくされた。

⑤下水道管、ガス導管、水道管など埋設管が多く被
災した。電柱は各地で最大２ m 程度も沈下し、電
線が垂れ下がって通行の妨げになる所も発生した。

　写真１に地震の翌日に浦安市で撮った写真を示す。
この写真では発生した噴砂を取り除いているところ
を撮っているが、実は背後の家々は沈下・傾斜して
いる。ところが震動によって家屋が壊れるのと反対
で、液状化によって沈下した場合には、静かに沈下
していくため窓ガラスも割れず、一見して大した被
害と見られない。浦安市で地震後に行われた調査で
は、従来の基準による建物被災度認定方法で、全壊
８戸、半壊33戸、一部損壊7,930戸、被害なし1,028
戸であった３）。ところが、人間の感覚は非常に微妙な
もので、少しでも傾いた家の中に住んでいると、目
眩や吐き気を生じる。2000年の鳥取県西部地震の際
に被災した米子市の安倍彦名団地では、住民の方々
が家の傾斜角と健康障害の関係をまとめたが、それ
によると、1/100（0.6度）程度以上傾くとそこでは
生活出来ないので、家を持ち上げて水平化せざるを
得なかった。
　今回はこのことが広く認識され、地震から約２か
月して内閣府から新しい被害認定基準が出された。
これをもとにすると、浦安市の場合は、全壊18戸、
大規模半壊1,541戸、半壊2,121戸、一部損壊5,096
戸、被害なし1,105戸となり、全壊、大規模半壊、半
壊の戸数が大幅に増えた。このデータをもとに、傾
斜角の分布をおおまかに推定してみると、50/1,000

図１　東京湾岸において、お台場から千葉にかけて液状
化が発生した地区

写真１　地震翌日の浦安市の状
況

図２　隣接する家屋が傾斜する
パターン

vol.2462011
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以上も傾いた家屋があり、また、16.7/1,000〜
50/1,000の家屋も多くある。2000年の鳥取県西部
地震の際に、米子市の安倍彦名団地で生じた被害の
同様な度数分布図と比較してみると、浦安市におけ
る今回の地震での傾斜角の方が、鳥取県西部地震に
おける安倍彦名団地の傾斜角より全体に大きかっ
たことが分かる。
　家屋の傾斜の方向としては図２に模式的に示し
たように、２棟の場合には内向きに、また４棟の場
合は中心に向かって傾く傾向が多々見られた。これ
らは安倍彦名団地などの事例と一致しており、傾斜
角は隣接する建物の影響をかなり受けていると考
えられる。

（４）復旧方法および今後の住宅建設にあたっ
ての課題

　地震から８か月以上経っても、被災した家屋はま
だあまり復旧されていない。どのような復旧をすれ
ば良いのか、住民の方々が困っている状態である。
まず、家を建て替えなくても、沈下した家を持ち上
げ傾斜を直せば再度住める家屋がほとんどである。
そこでこの作業だけを行う「沈下修正」と呼ばれる
工事で復旧することが行われつつある。ただし、そ
れだけだと、ニュージーランドで生じたように５）、
余震や将来の地震で再液状化して、再び被害を受け
る危険性がある。したがって、再び液状化による被
害を受けないために、建物直下を地盤改良して復旧
することも行われ始めている。また、地区全体で広

域に対策がとれた復旧が行われれば理想的である。
例えば、地下水位を１〜２ m 下げると被害が軽減
されるので、このような方法をとることが有効と考
えられる。
　さて、将来の地震において今回のような被害を防
ぐためには、個々の既設の戸建て住宅に液状化対策
を施し、新設の住宅には液状化被害を防ぐ工夫をし
て建てる必要がある。また、再開発といった広い敷
地に対しては、地盤全体を液状化しないようにする
ことが必要である。現時点でもこれらの対策方法は
いくつかあるが、さらに安価な工法の開発が必要で
ある。大型の土木構造物を対象に地盤改良技術が開
発されているが、今回の被害を契機に戸建て住宅用
の小型施工機械も開発され始めている。残るは、新
設の住宅に対して液状化を考慮するような法的整備
が必要であろう。

３．仙台における宅地造成地被害の概略

　丘陵地の造成宅地では、仙台市から白石市、福島
市、郡山市、須賀川市、白河市にかけて、盛土がす
べったり沈下したりして住宅やライフラインに深刻
な被害を与えた。我が国では昭和40年代あたりか
ら都市の膨張にともなって近郊の丘陵地に多くの造
成宅地が造られてきた。丘陵地は平坦化するため沢
を埋めて盛土を行う場合、盛土をよく締め固めると
か、地下水位が盛土内で高くならないように排水溝
を設けるなどの措置が必要であるが、そのようにさ
れていない盛土が多々ある。このため、1978年の
宮城県沖地震あたりから造成宅地盛土の変状による
住宅被害が続出するようになった。このため、既設
の大規模造成宅地盛土の危険性を自治体が調査し、
危険箇所に関しては住民も出資して対策を施すよう
に、2006年に宅地造成等規制法が改正されたばか
りのところに、今回の地震で、上述したように広い
範囲で被害が発生した。
　被害が最も多く発生した仙台市で行われた被災宅
地危険度判定の結果によると、５月19日現在で調
査された3,880宅地のうち、危険宅地は868宅地、
要注意宅地は1,210宅地であった。写真２に青葉区

図３　仙台市泉区南光台で見られた家屋被害の
パターン（盛土、切土の範囲は（株）復建
技術コンサルタントの調査による）

防 災 基 礎 講 座



予防時報 11

折立における被害状況を示す。盛土の変状原因は地
震力によるすべり破壊が多いと思われるが、中には
噴水・噴砂も発生し、明らかに盛土材の液状化によ
る被害も発生している。被災パターンやメカニズム
などはまだ解明途中ではあるが、泉区南光台では図
３に示すいくつかのパターンが見られた。地点Ａで
は盛土のすべりに伴い家屋が引き裂かれるように被
災していた。地点 B は盛土と切土の境で盛土の沈
下により段差ができて家屋がギロチン状に被災し
ていた。地点 C では震動によると思われる家屋の
被害が見られた。本谷に枝谷が入ってくるところで
増幅が大きかったのではないかと思われた。地点 D
は造成宅地の下流にあった沼を埋めた所であり、液
状化が発生して家屋が甚大な被害を受けていた。地
点 E は緩やかな斜面上に家屋が建てられているが、
斜面全体が少し動きだして被害が出ていた。盛土内
で過剰間隙水圧が上がって流動的な変形が発生した
のではないかと思われた。地点 F では噴水・噴砂も
発生したとのことで、液状化により家屋が沈下・傾
斜していた。支谷の出口が塞がれるようになったた
め、地下水位が高かったのではないかと推察された。
　前述したように仙台市では、1978年の宮城県沖
地震の際に、すでにいくつかの造成宅地で被害が発
生していた。そのうち太白区緑ヶ丘１丁目と３丁目
では復旧にあたって地下水位低下や地滑り防止杭が
施工されていた。１丁目ではこの対策が功を奏して
今回は被害を受けなかった。３丁目では地滑り防止
杭が盛土全体のすべりを防いだものの、杭が押され
て宅地地盤が少し変形したことにより、写真３に見
られるように家屋はやはり被災してしまった。造成
宅地盛土では大きくすべるだけでなく、少しの宅地

地盤の変状でもその上に建っている家屋が被災し
てしまうことに注意しなければならないと痛感し
た次第である。例えば、上述の改正された宅地造成
等規制法では、地震力を考慮したすべりによって安
全性を検討するようになっているが、家屋にとって
はこれだけでは不十分なこともあり、すべりだけで
なく、宅地地盤の変状の予測方法や対策方法の検討
も必要ではないかと考えられる。

４．あとがき

　地震による戸建て住宅の被害の様子は被災原因
によって大きく異なる。震動そのもので被災した場
合には大きく変形したり窓ガラスが割れたりと、被
災程度が分かり易い。これに対し液状化による被害
は、見た目では大したことはないが、実際に大きく
傾くとその中での生活は困難になる。造成宅地盛土
の場合では、盛土全体が滑った場合には被災状況は
明らかであるが、盛切境の段差といった少しの変状
でも家屋自体に深刻な被害を与える。このように、
家屋の構造と生活の両面から見て、適切な対策方法
を検討していく必要性があることが今回の地震で
実感された。
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１．はじめに

　リモートセンシングは、宇宙や空中より、光や
熱などの電磁波を観測するセンサを用いて、地表
や大気の状況を把握する技術を指す。代表的なも
のが、人工衛星による気象観測や陸域観測であり、
すでに長い歴史を有する。米国の陸域観測衛星の
ランドサットは、1972年に打ち上げられた１号か
ら現在も稼働中の７号まで、40年間も地球表面の
観測データを蓄積している。このような観測デー
タの主な利用先は、従来は画像の空間分解能が最
大20〜30m 程度であったこともあり、資源探査や
環境把握に限定されていた。防災利用に関しては、
大規模な斜面崩壊などの地盤災害や、堪水が長期
に続く大陸型洪水の把握など、地表における変状
が広域にわたるものに限定されていた。
　しかし、我が国では1995年の阪神・淡路大震災
以降、様々なリモートセンシング技術が防災の分
野で広く利用されるようになった１）−３）。取得さ
れたデータ利用の時間フェーズの1つは災害前の現
況を把握するもので、これは防災利用に限定され
たものではなく、都市計画や環境保全分野でも同
様の使い方が考えられる。もう１つのフェーズは、
災害発生後に被害状況を把握するもので、自然災
害のみならず、人為災害や環境破壊なども含めて、
地表被覆状況の変化を観察するものである。
　この２つのフェーズにおいて、リモートセンシ
ングの利用が拡大しているのは、最近のセンサと
プラットフォームの技術革新に負うところが大き
い。センサとしては、光学（可視・近赤外）センサ、
マイクロ波センサ、熱赤外センサなどが代表的な
ものであり、最近これらの空間分解能が大きく向
上したことが、防災分野での利用が拡大した最大
の要因といえよう。また、センサに対象地域へと

向きを変える機能が付加されたために、災害を観測
できる頻度が大幅に向上した。全天候型のマイクロ
波センサ（合成開口レーダ）を搭載した衛星が増え
たことも、利用が広がった一因といえる。
　本文では、リモートセンシングによる広域災害把
握に関する最新の動向について、2011年東日本大
震災における実例を中心に紹介し、今後の発展の方
向と課題について考える。

２．リモートセンシングの特徴と防災
利用に関する最新動向

（１）リモートセンシングの特徴とプラット
フォーム

　衛星リモートセンシングの大きな特徴としては、
①広い範囲を瞬時に観測可能、②同じ地域を繰り返
し定期的に観測することで時間変化を把握可能、③
直接現地に行かずとも状況把握が可能、④人間の目
で確認できない赤外線やマイクロ波なども観測可
能、といったことが挙げられる。
　これらの特徴はいずれも、防災分野においても極
めて重要なものばかりである。広域性・瞬時性は、
たとえば関東平野くらいの範囲を一瞬で観測できる
ため、同時刻における被害の広がりが把握できる。
反復性・定時性は、災害前の状況を知り、災害によ
る変化や復興状況の把握にも役立つ。遠隔性は、ア
クセスの困難な僻地や被災地の観測に有効である。
可視光以外の利用は、レーダ衛星の全天候利用や近
赤外センサによる植生変化把握など、災害状況の把
握に有効なことが知られている。
　ここで、各種のセンサを搭載するプラットフォー
ムについて見てみよう。図１に示すように、大気圏
外のプラットフォームとしては、光学センサやレー
ダを搭載した人工衛星、それに全球の標高データ

リモートセンシングによる
広域災害の把握

山
や ま ざ き

崎 文
ふ み お

雄 千葉大学大学院工学研究科 教授
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（SRTM）作成に貢献したスペースシャトルが挙げら
れる。大気圏内では、航空機やヘリコプターが代表
的なプラットフォームであり、航空カメラや各種セ
ンサが搭載される。火山噴火や原発事故など危険を
伴う空域に関しては、無人航空機（UAV）の使用も
考えられる。

（２）光学センサ衛星
　防災利用目的の光学センサ衛星は、地上分解能
10〜30m 程度の中解像度衛星と、同１ m 程度以下
の高解像度衛星が主なものである。これらの多くは、
可視光３バンドと近赤外バンドを有している。これ
らの衛星による画像は、大規模な災害が発生した直
後より、次々とウェブ上でも画像が公開され、被災
状況の把握に使われるようになった。特に、各国の
宇宙機関が大災害時の衛星画像の提供に関して結ん
だ協定「国際災害チャータ」（International Charter 
-Space and Major Disasters）４）によって、当事国
の緊急対応や国際支援活動にも利用されている。
　光学画像の最大の利点は、写真と同じように誰に
でも分かりやすく、目視判読によって現地の状況が
容易に把握できる点である。しかし、光学画像の撮
影は天候に左右され、災害発生後、雲の少ない画像
が早期に得られないことも多い。

（３）レーダ衛星
　一方、合成開口レーダを用いたセンサは、マイク

ロ波を能動的に放射してその反射波を観測する機
構であるため、雲などの気象条件や昼夜の時間帯
などの影響を受けない特徴がある。レーダ衛星と
しては、欧州宇宙機関の ENVISAT やカナダ宇宙局
の RADARSAT-1,2、それに日本の宇宙航空研究開
発機構（JAXA）の ALOS（日本名だいち）などが
代表的なものである。
　PALSAR センサを搭載した ALOS は、2006年以
降、世界各地で発生した地震、風水害、火山噴火
などの災害状況を多数観測したが、2011年４月に
残念ながら寿命を迎えた５）。現在、その後継機とな
る ALOS-2（レーダ）と ALOS-3（光学）の開発が
進められている段階である。また最近は、商業用
の高分解能レーダ衛星がドイツとイタリアによっ
て次々打ち上げられ、防災分野での利用も始まっ
ている。

（４）デジタル航空カメラ
　航空機などからの航空写真は、その解像度の高
さゆえ、従来から写真測量や災害把握に用いられ
てきた。航空写真は、飛行高度1,000〜2,000m か
ら撮影されるため、デジタル化した画像の解像度
は、衛星画像をはるかに凌いでいる。最近では、
従来のフィルムを用いるアナログ航空カメラに替
わって、高性能のデジタル航空カメラが使われる
ようになった。デジタル航空カメラは、輝度分解
能が卓越しているため、同じ地上解像度の場合で
も、アナログカメラで撮影されたものより、はる
かに鮮明な画像が得られる。また、夕刻等の薄暗
い時間でも空撮画像を取得でき６）、緊急撮影に適し
ている。さらに、可視バンドに加えて近赤外バン
ドを有し、植生や水面の抽出に極めて有効である。
デジタル航空カメラからは、通常10〜20cm 程度
の高い解像度の画像が得られる。

３．国土地理院による東日本大震災の被
災地の緊急航空写真撮影とその活用

　2011年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地
震は、マグニチュード９という我が国では未曽有

図１　防災リモートセンシングに利用される代表的なプ
ラットフォーム
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図２　国土地理院による被災地域の航空写真のウェブペー
ジ（丸印をクリックすると写真が表示される）８）
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の巨大地震であった。海底面の変動によって引き
起こされた巨大な津波が、東北地方から関東地方
の太平洋岸を繰り返し襲い、東日本大震災を引き
起こした。
　国土地理院では、地震発生の翌日から、被災地
の航空写真の撮影を過去にない規模の体制で実施
した７）。「災害時における緊急撮影に関する協定」
に基づいて、主要な航空測量会社７社が地域を分
担して、全てデジタル航空カメラにより計４千枚
を超える撮影を行った。撮影範囲は、青森県から
茨城県までの太平洋岸に沿った津波被災地域を面
的にカバーするものであるが、原発事故の飛行制
限区域は除かれた。
　撮影された写真は、一刻も早く政府や被災地域
の関係機関に届けるためデータ処理を進め、撮影
日の翌日以降、国土地理院のサイトで順次公開さ
れた（図２）。さらに、撮影時の飛行位置・姿勢デー
タと既存の数値標高モデル（DEM）を用いて、簡
易オルソ（正射）画像を作成し、面的に連続した
画像データを構成するとともに、これに地図情報
を加えた正射写真地図も順次公開された。 
　さらに国土地理院では、撮影した航空写真を目
視で判読して、津波浸水範囲を1/25,000地形図上
に描き、10万分１浸水概況図も作成し（図３）、こ
れらに基づいて浸水面積の総計を約561km2と推計

した。このうち原発事故による飛行禁止区域に対
しては、高分解能光学センサ衛星画像の判読によ
り浸水範囲が推定された。このほか、新旧の航空
写真の比較による被災状況の可視化や、立体感の
ある斜め航空写真なども順次公開が行われた。
　このような航空写真とその情報を加工して作成
した被災状況マップは、国土地理院の東北地方測
量部及び緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を通
して、国や地方自治体および関係機関に、電子デー
タや紙地図として千件を超える提供が行われた９）。
　このほか、自治体による住家被害認定の調査方
法として、内閣府は津波被災地域の第１次調査に
おいて、航空写真や衛星写真の利用を推奨した10）。
すなわち、これらの画像から津波で流出したこと
が確認できた住家は、現地調査なしで全壊と判定
されることになった。
　同様の利用は、地震保険における損害の認定作
業においても見られた。保険金支払いを迅速に行
うために、航空写真・衛星写真を用いて被災地域の

図３　国土地理院による津波浸水概況図の例
（10万分１、仙台平野付近）８）
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状況を確認し、津波や火災によって甚大な被害（流
失や焼失）のあった街区を「全損地域」と認定し、
当該街区に所在する地震保険契約はすべて「全損」
と認定することにした11）。このように、今回の緊急
撮影による情報は、災害対応に非常に多く利用され
るとともに、今後の復興計画策定などにおいても、
極めて重要な情報となると思われる。

４．ALOS 衛星による被災地域の観測と
データ利用

　ALOS は、2006年に JAXA によって打ち上げられ
た地球観測衛星である。ALOS には２つの光学セン
サと１つのレーダセンサが搭載されている。パンク
ロマチック（単バンド）立体視センサの PRISM（観
測幅35m、解像度2.5m）と可視・近赤外センサの
AVNIR-2（観測幅70km、解像度10m）によって光
学画像を、また L バンド合成開口レーダの PALSAR
によって、レーダ画像を取得することができる。
ALOS は2011年４月22日に観測機能を停止したが、

それまでの期間に多数の画像を取得した。
　人工衛星からの観測は周回軌道条件に左右され、
また、さらに光学センサの場合は天候に左右され
る。このため、AVNIR-2が東北地方から関東地方の
太平洋沿岸を撮影できたのは、地震発生から３日後
の2011年３月14日10時11分頃であった。仙台市
から福島県相馬市付近までの範囲について、地震前
後の AVNIR-2画像を図４に比較する。このように、
衛星光学センサ画像は、広域を一度に俯瞰すること
ができる利点を有し、同じ領域の災害前後の画像
を並べて見比べることにより、災害による変化を
容易に読み取ることができる。この例においても、
仙台市から南の名取市、岩沼市、亘理町にかけて、
海岸線から内陸に向かって５〜６ km の範囲が、津
波で浸水したことが分かる。この図でも水面は暗
く見えるが、近赤外バンドにおいて水面の分光反
射率が小さい特性を利用すると、画像解析によっ
ても容易に水域を特定することができ、洪水や津
波による堪水域の把握に利用されている。
　一方、レーダを用いる PALSAR は、曇った日や
夜間における観測も可能であり、軌道条件が合っ
た2011年３月13日22時11分頃に宮城県中部から
福島県の太平洋沿岸を撮影することができた。レー
ダの斜め入射による後方散乱は、陸地に比べて水面
において小さい。したがって、津波によって堪水
している範囲は、レーダの後方散乱強度画像によっ
ても、明瞭に把握できる。また同じ条件で撮影さ
れたレーダ強度画像を地震前後で比較することに
より、津波や地震動による様々な変化や被害の抽
出も可能である２）。
　レーダデータのもう１つの利用法は、差分干渉
解析による地殻変動量の抽出である。この方法で
は、地震前後に同じ条件で被災地域を撮影したデー
タの位相特性から、衛星と地表間の距離の変化を求
める。図５は PALSAR 画像の例と、地震前後のペ
アから JAXA が行った干渉解析結果である。遠方の
地点と検討対象地点間の干渉縞の数を計算し、それ
にマイクロ波波長の1/2（11.8cm）を乗ずること
により、衛星と地表の間の距離変化が求められる。
この図からは、地震による地殻変動が、東日本全

248

図４　AVNIR-2による広範囲の津波堪水域の
把握（左：地震後、右：地震前）５）
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体に広がっている様子を読み取ることができる。
　このように ALOS は光学センサとレーダセンサの
両方を搭載している数少ない衛星であったため、地
震発生直後より、昼夜を問わず被災地の画像を多数
送り続けた。４月22日になって ALOS に異常が生
じたのは、この時の無理が祟ったように思うのは、
筆者だけではなかろう。
　この災害における JAXA から災害対応機関への衛
星画像の解析・提供は約70種類に上る。解析結果
の提供先の例としては、多数の中央省庁や宮城県、
岩手県などが挙げられる。たとえば内閣官房には、
仙台空港や福島第一原発の ALOS による地震前後の
比較画像を提供するとともに、原発については、以
下に述べる国際災害チャータによる高分解能衛星
画像も提供した。また環境省からは、三陸沿岸の漂
流物分布について要請があり、陸前高田市周辺の
みで約56万 m2の漂流物を確認し情報提供した。そ
の他の情報提供先に関しては、文献12）にまとめ
られている。
　また中央省庁、地方自治体および関係機関向け
に JAXA が行っている防災利用実証実験の「だいち
防災 WEB」へは、発災から４月末までに1,500件
のアクセスがあったという12）。

５．国際的な衛星画像の提供活動

　日本の衛星は、これまで国際災害チャータの枠
組みで数多くのデータ提供を行ってきた。しかし
今回の震災では、内閣府が初めて国際災害チャー
タの発動を依頼し、各国の宇宙機関を通して、
JAXA が衛星データの提供を受けることになった12）。
　この枠組みを通じて、アメリカ、ドイツ、フラ
ンス、インド、中国、韓国 が、３月12日から４月
14日の期間、光学センサによる衛星画像データを
提供した。中でも、ドイツの RapidEye 衛星は毎日
観測が可能なため、広域の状況把握に利用された。
また、アメリカなどの高分解能衛星も、詳細な被
害状況の把握に利用された。レーダ衛星に関して
も、欧州宇宙機関、カナダ、ドイツの衛星が、３
月12日以降、４月23日までの期間、取得した画像
データを提供した。
　このように国際災害チャータから提供された
シーン数は５千枚を超えるという。しかしながら、
このような膨大な衛星データを処理・選別し、有
効に利用する体制が我が国にできていたかどうか
は疑問である。これまで、衛星による地球観測
データは、研究機関などの利用にほぼ限られてい
た。今回は、実際の災害対応における利用が必要
となった初めての機会であったといえよう。
　国際災害チャータのアジア太平洋版ともいえる
のが、JAXA が提唱し、2006年に発足したセンチ
ネル・アジアである。アジア太平洋域の自然災害
の監視を目的としており、衛星から得た災害情報
をインターネット上で共有し、災害を軽減・予防
することを目的としている。このセンチネル・ア
ジアの枠組みを通じて、タイ、台湾、インドの光
学センサ衛星が、東日本大震災の画像を提供した
12）。
　 図 ６ は こ の 枠 組 み に よ り 提 供 さ れ た 台 湾 の
Formosat-2衛星による画像である。この衛星は台
湾とその周辺海域を準リアルタイムで観測する軌
道で運行しているため、我が国の災害に対しても
撮影機会が多い。この画像は３月12日９時15分頃
と衛星の中で最も早く被災地域を観測したものと
なった。このような地球観測分野の国際協力は、

図５　PALSAR 画像の例（左）と２時期データの差分干渉解
析で求めた干渉縞（右）５）
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我が国が今後、積極的に推進すべき方向と思われ
る。

６．原発事故区域の衛星画像と無人機
による空撮

　福島第一原子力発電所は、巨大津波に襲われて
１〜３号機が電源喪失となり、３月11日以降、危
機的な状態が継続し、周辺の空域も飛行禁止となっ
た。このため、国土地理院の航空写真撮影も原発
周辺は不可能となり、浸水範囲概況図の作成にあ
たって、飛行禁止区域に関しては、高分解能衛星
画像が使用された。
　原発周辺地域の画像を撮影し、次々に世界的に
公開したのは、米国の商業衛星会社である。2011
年３月14日午前11時４分頃に、衛星軌道上から撮
影された福島第一原子力発電所の様子は、３号機
建屋で爆発が起きたわずか３分後に得られたもの
である。画像からは既に１号機建屋が爆発で吹き
飛んでいる様子や、飛び散った瓦礫や津波浸水の

痕跡なども確認できる。福島原発事故に関しては、
このような衛星画像が次々にウェブ上で公開され
貴重な情報源となった。
　また、今回、原発地域が飛行禁止になった事態を
受けて、政府の要請と東京電力の依頼により、民間
の空撮会社エアフォトサービスが、３月20日と24
日の両日、固定翼型無人航空機（UAV）を用いて空
撮を行った。機体に取り付けられたカメラで、高
度300〜400m から垂直写真と斜め写真を約360枚
撮影した13）。このような無人機による危険区域の
空撮は、火山噴火などの災害時において、今後利
用が広がるものと考えられる。

７．高分解能レーダ衛星画像を用いた
地殻変動と津波被害の抽出

　ここまでの章では、東日本大震災において取得さ
れた衛星画像や航空写真について紹介し、その利活
用に関して言及した。最後に、筆者らが行ってい
る最近の研究について、少し紹介させていただく。
　TerraSAR-X はドイツ航空宇宙センター（DLR）が
2007年に打上げた高分解能レーダ衛星である。こ
の衛星は、日本が得意とする L バンド周波数より
短い X バンド周波数を用いている。筆者らは、東
日本大震災の前後に撮影された TerraSAR-X の地形
補正したグランドレンジ画像を、（株）パスコの主
催する「SAR 技術応用研究会」を通じて提供を受
け、これらを用いて地殻変動量を検出する方法を
考案した14）。この方法では、地震後のレーダ画像
が地殻変動により移動している可能性を考慮して、
前後２画像間の位置合わせを行わず、軌道情報のみ
によって補正された画像位置情報を用いる。後方散
乱が大きい無被害の建物に関して、地震前後の強度
画像の空間相関を求めることで、この期間におけ
る建物の移動量を検出する。この方法を、国土地
理院の GPS 電子基準点の「名取」と「矢本」を含
む TSX 画像に適用したところ、図７に示すように、
基準点周辺の数百棟の無被害建物において GPS 観
測値に大変よく近似した地殻変動量を得ることが
できた。また、この方法を地殻変動を含まない東京
の２時期のデータに適用したところ、ほぼ０の移
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図６　台湾の FORMOSAT-2が観測した岩沼市、亘理町
付近の冠水の様子５）
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動量となり、検出法の正しさを証明することがで
きた。今回の地震では、陸地において最大５ m を
超える大きな地殻変動量が GPS 電子基準点の観測
で得られているが８）、提案する手法によって、地
殻変動量の詳細な面的分布を推定できると考えて
いる。

８．まとめ

　防災分野へのリモートセンシング技術の利用を
念頭に、最近の新しいセンサやプラットフォーム
について紹介した。人工衛星に搭載された光学セ
ンサや合成開口レーダに関しては、高分解能化や
センサのポインティングによる撮影機会の増大が
大きな流れといえよう。航空写真に関しては、デ
ジタル航空カメラが普及し、高い輝度分解能や近
赤外バンドを有する特徴が、新しい利用を広げて
いる。
　本文では、このようなリモートセンシング技術
を用いて、東日本大震災に際してどのような画像
が取得されたか、またそれらが災害対応において
どのように利活用されたかについて紹介した。今
回の震災では、被災地域が広範囲にわたっており、
原発事故による飛行禁止区域の設定もあって、航
空写真に加えて衛星画像も、津波浸水域の把握や、

建物被災度の認定などにおいて広く利用された。ま
た、国際災害チャータやセンチネル・アジアなどの
衛星データ利用に関する国際協力プログラムも活発
に行われた。
　今後も、我が国を含む世界のどこかで、大きな自
然災害が必ずや発生するであろう。急速に進歩する
リモートセンシング技術をいかにこれらの災害対応
に有効に利用するかが、我々に課された大きな課題
といえよう。
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１．はじめに

　2011年３月11日に発生した東日本大震災とその

後の状況は、わが国の企業活動に対して多くの問

題を提起した１）。とりわけ、あらゆる業種・業態に

関わる BCP（Business Continuity Plan ＝事業継続

計画）の問題と、製造業や小売業を中心とするサ

プライチェーンの問題については、重大な問題が

投げかけられたままであると言ってよい。

　これらの問題に対する最適解を見つけ出すこと

は容易ではないものの、震災から半年以上を経た現

時点で、これらの問題について整理しておくこと

は、企業が次なる巨大リスクに備える意味でも有意

義と考えられる。

　そこで、法律実務家の観点から、東日本大震災が

投げかけた BCP とサプライチェーンをめぐる問題

について整理を試みる。

２．BCPとサプライチェーンの位置づけ

（１）BCP
　BCP について最も汎用性が高く、東日本大震災の

前後を通じてスタンダードと目されるガイドライン

は、内閣府防災担当／事業継続計画策定促進方策に

関する検討会が2009年11月に公表した「事業継続

ガイドライン　第二版　—わが国企業の減災と災害

対応の向上のために—」（以下「内閣府ガイドライ

ン」という）である。

　内閣府ガイドライン２頁には、BCP のイメージを

鮮明に捉えている概念図（図１）があるので、これ

を紹介する。
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図１　事業継続計画（BCP）の概念



　この概念図が端的に示すように、BCP の目的は、

災害発生時に、操業度（製品供給量など）の落ち

込みを許容限界以上のレベルに保ち、かつ、許容

される期間内に操業度を復旧させるべく、事前対

応および事後対応（初動対応＆ BCP 対応）を行う

ことにより、事業継続を遂げることにある。

　イメージ的に言えば、操業度100％のラインか

ら下に落ち込んだ面積の広さが、災害により被っ

た損失規模、ひいては当事業年度に計上すべき損

失額に比例する。いかにして早期に操業度100％

に復旧し、操業度100％のラインから下に落ち込

む面積を狭くするかが、BCP の課題である。

（２）サプライチェーン
　内閣府ガイドラインは、「２．２．５　事業継続計

画の策定」の１項目として、サプライチェーンに

ついて次のように指摘している。この指摘は、東

日本大震災を経た今も十分に説得的であり実践的

である。

【製品・サービスの供給関係】

2.2.5.5 製品 ･ サービスの供給関係

　現在は、部品から完成品まで１つの製品を１

社のみ単独で製作するのはむしろまれである。

したがって、原材料の供給、部品の供給、輸送、

生産、販売などに携わる複数の企業（サプライ

チェーン）の中のどこかが被災すると、その製

品は市場に提供されないことになる。このこと

は、事業継続計画が自社だけで完結しなくなっ

ていることを意味している。したがって、平時

から自社に関連のある企業の事業継続に関する

情報を集めるとともに、自社の事業継続計画の

現状についてあらかじめ取引先に理解を求めて

おくことも重要である。

　製品・サービスの供給が行われている状態と

は、製品についていえば、工場の早期復旧、代

替生産の実施、OEM その他の他社工場での生

産など、何らかの形で生産が継続されればよ

く、また、在庫を活用し製品を供給できればそ

れでもよい。工場が被災すると生産の再開には

時間がかかるが、事業継続の手段が無いわけで

はない。

　製品 ･ サービスの供給関係に関し、事業継続

計画を検討する際に十分に考慮すべき点を例示

する。

■　被災工場を早期復旧する以外に、被災地以

外の工場・拠点で代替生産を実施することも

検討する。

■　部品や材料の供給元となる会社の被災状況

予想の把握、それら会社の代替性の確保、あ

るいはそれら会社と協力して事業継続計画を

作成することなどが重要である。

■　サプライチェーン発注元・発注先の協力を

あらかじめ得ておく。（特に、拠点が分散し

ていない場合）

■　OEM の実施・同業他社との応援協定を利

用する。（特に、拠点が分散していない場合）
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■　適正在庫の考え方の見直し。（特に、代替

品のない１社のみが生産している部品材料の

場合）

３．サプライチェーンをめぐる問題

（１）サプライチェーンの寸断
　震災直後、多くの製造現場でサプライチェーン

の寸断が生じた。サプライチェーンの寸断は東日

本大震災に限った問題ではなく、新潟県中越地震

の際も同じ問題が生じたほか、直近でもタイの洪

水被害により同じ問題が生じている。しかし、東

日本大震災が特徴的だったのは、被災地域がほぼ

東日本全域という極めて広範囲に及んだこと、そ

れによりサプライチェーンに影響を受ける事業範

囲も極めて広範囲に及んだことである。

　法的側面から言えば、サプライチェーンとは、独

立事業者間の製品製造供給契約の数次にわたる連

鎖であり、その寸断は契約法上の問題を生ぜしめ

る。たとえば、

・震災で生産設備が損壊して供給不能となった場

合に不可抗力免責を受けられるか？

・原材料の供給が途絶したことで生産不能となっ

た場合はどうか？

・原材料の在庫が極端に少なかったことが原因で

ある場合はどうか？

・Ａ部品の供給が途絶して生産不能となった場合

にＢ部品の調達を止められるか？

といった問題であり、答えはケースバイケースと

なろう。

　ただし、同程度に被災した多くの企業が供給を

再開したにもかかわらず、ある企業が供給を再開

できない場合には、BCP の不備に起因する供給不

能として、ある時期を境にして不可抗力免責を受

けられなくなるものと考えられる。その意味で、不

可抗力免責には時間的な限界があると考えられる。

（２）サプライチェーンの復旧
　実際には、サプライチェーンの中で契約相手に対

して法的責任を追及したという話は聞こえてこな

い。その理由は、サプライチェーンの供給者と需要

者の双方とも震災の被災者であり、サプライチェー

ンの早期復旧が双方に共通する利益なので、相手

の契約責任を追及するよりも、協働してサプライ

チェーンの復旧を遂げることが、企業の行動とし

てより合理的だったからであろう。

　自動車用マイコンで高いシェアを握るメーカー

の工場が被災した際、自動車メーカー各社が人材

を投入して復旧作業を支援し、当初計画よりも前倒

しで復旧を遂げたことが採り上げられている。もっ

とも、それだけ重要な供給メーカーであるにもか

かわらず、同社が長年の赤字体質から抜け出せな

いという構造的な問題もあわせて指摘されている。

　なお、震災を原因とする倒産が増え続けており、

暗数も含めると相当数に上ると見込まれる。企業が

倒産して法的整理に移行し破産管財人が選任され

れば、対応の柔軟性が失われて硬直化し、契約相手
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に対して機械的に法的責任を追及していくことも

予想される。この点は今後も注視する必要がある。

（３）代替供給、OEM供給
　ある供給者 A 社が被災して供給不能となった場

合、供給能力のある同業の B 社に代替供給や OEM

供給をしてもらうことがあり、これもサプライ

チェーン復旧の一方策である。

　もっとも、A 社にとって B 社は競合他社である

から、一方では、A 社の知的財産権や商権を保護

するために、B 社に期間限定でライセンス供与す

るなどの対応が求められ、他方では、A 社と B 社

の関係が独禁法上違法なカルテル行為に当たらな

いような配慮も求められる。

（４）風評被害
　東日本大震災におけるもう一つの特徴は、原発

事故による放射能汚染の風評被害が、農作物や

食料品のみならず工業製品においてもサプライ

チェーンの寸断を引き起こした点である。原発事

故の発生直後には、海外の船会社が首都圏への寄

港を取りやめる、海外の航空会社が成田空港への

着陸を取りやめる、日本の積荷を載せた船が海外

で荷降ろしを拒否されるといった事例も散見され

た。

　風評被害への対応は、正確な情報を提供するこ

とにより無用な不安を解消することが基本となる。

自らの費用負担で放射線量を検査するといった自

助のみならず、地域や業界団体、サプライチェー

ン全体で信用補完や費用負担をする共助、公的機

関による信用補完や費用負担という公助も必要に

なる。そして、最後は東京電力による補償や賠償

の問題になる。

　なお、自らが風評被害を作り出さないための配

慮も求められる。食品メーカーであれば、食の安

全を守る立場から、食材の安全性には慎重になら

ざるを得ないが、根拠に乏しい風評に振り回され

て食材の調達を取りやめることで、その食材の風

評被害を増幅してしまうおそれもある。消費者と

調達者の狭間における難しい判断ではあるが、双

方に配慮した冷静な対応が求められる。

４．BCP とサプライチェーンの今後に
向けて

（１）BCP が企業の競争力に
　震災を経て、BCP は企業にとってもはや贅沢品

ではなく、必須アイテムとなった。BCP は企業の

評価基準の一つとなり、取引先の選別はもとより、

株式投資や M&A における企業価値評価、金融機関

の融資判断においても材料視されるようになった。

BCP はもはや企業の競争力を左右するものとなっ

ている。

（２）BCP は有用だが万能ではない
　震災を経て、BCP は災害発生時に有用であるこ
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と、同時に万能ではないことが認識された。あら

ゆる災害を想定した完全な BCP など作れるはずが

なく、「想定外」を想定しなければならない。平時

に BCP を準備することは重要であるが、有事に正

しく対応すること、その対応をステークホルダー

に正しく説明することも、これと同じくらい重要

である。

　有事に正しく対応するために、判断に迷うときは

CSR（Corporate Social Responsibility ＝企業の社会

的責任）を判断軸に据えることが有用である。企

業を取り巻くステークホルダーの利益を適正に調

整することが CSR の趣旨であり、部門最適、自社

最適に陥らず、社会最適を図ることが可能となる。

（３）サプライチェーン全体で BCP に取り組む
　震災を経て、オンリーワンのニッチトップ企業

であることは、強みでもあると同時に弱みでもあ

ることが認識された。ニッチトップ企業がサプライ

チェーンに存在する場合、その供給能力の脆弱性を

カバーするためにサプライチェーン全体で BCP に

取り組む必要がある。

　また、たとえば製品メーカーが部品の調達先を分

散させたとしても、その部品の原材料のレシピを保

有する会社が１つであれば、サプライチェーンは

ピラミッド型でなくダイヤモンド型を成しており、

リスクは分散されないことに注意を要する。

　このように、サプライチェーンを構成する各企

業は、サプライチェーン全体の姿を意識しながら、

連帯と協調を強めていくことになる。

　ただし、ここで注意を要するのは、競争法との緊

張関係である。自らのサプライチェーンを守るこ

とが国内市場の競争制限とならないようにするこ

とはもとより、国内のサプライチェーンを守るこ

とがグローバル市場の競争制限とならないように

することにも目配りを怠らないことが必要である。

（４）ERMの観点から CROの創設を
　平時におけるサプライチェーンの問題は、事業の

効率性と安全性というトレードオフの関係に立つ

２つの価値をどこで均衡させるかという高度な経

営判断であり、ERM（Enterprise Risk Management

＝全社的リスクマネジメント）に通じるものであ

る。

　事業の効率性に偏りがちな CEO（Chief Executive 

Officer ＝最高経営責任者）に対する内部牽制とし

て、従来の CCO（Chief Compliance Officer ＝コ

ンプライアンス担当役員）や CQO（Chief Quality 

Officer ＝品質管理担当役員）では業務範囲が狭す

ぎる嫌いがある。事業継続上のリスクを統括する役

員として、CRO（Chief Riskmanagement Officer ＝

リスク管理担当役員）の創設も検討されてよい。
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１．本稿の目的

　2011年３月11日に発生した東日本大震災は、人
命や財産に甚大な被害をもたらすとともに、震災
に対する備えが十分なものであったかという点に
関して、我が国の社会全体に重い教訓を残したと
いえる。このことは、国際取引に関する契約法務
の分野においても例外ではなく、国際取引契約の
条項の作成にあたり、自然災害により生じるリス
クや問題点に対する配慮が十分になされていたか
どうか、検討の余地があるものと思われる。
　本稿は、震災等の自然災害により国際取引契約
において生じる問題点を挙げたうえで、その中で
も特に「不可抗力」の問題を取り上げ、その詳細
を紹介するとともに、東日本大震災の発生後にお
いて新たに留意すべき点がないかにつき、検討を
試みるものである。

２．震災等により国際取引契約におい
て生じる問題点

　震災等の自然災害の発生時に、国際取引契約に
おいてどのような問題が生じるだろうか（図）。例
として、次のようなケースを想定する。

＜ケース１＞
　甲社は、乙社から部品 aを購入したうえ、日
本国内の甲社の工場において完成品Ｘを製造
し、海外に輸出していた。ところが、大震災が
発生したことにより、次のような事態が生じた。
（イ）乙社の工場が稼働不能に陥り、甲社が部
品 aを入手するのが困難になってしまった。
（ロ）甲社の工場が損壊し、完成品Ｘの製造が
困難になってしまった。
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図　震災と国際取引上の問題
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　まず、（イ）の場合においては、完成品Ｘの輸出
を継続するため、いかにして部品の供給を継続的に
受けるかという問題がある。これが、いわゆる「サ
プライチェーンの維持」と呼ばれる問題である。例
えば、（イ）の場合において、甲社は、乙社の代わ
りに、普段は取引のない丙社から部品 aの供給を受
けられるような取り決めをしておく等の方法が考え
られる。（４．（１）も参照）
　一方で、（ロ）の場合のように、甲社の工場が損
壊し、完成品Ｘの製造及び供給が不能となった場合
において、甲社がどのような責任を負うか、という
のが通常の「契約不履行」の問題である。この「契
約不履行」の問題の一場面として、特に、震災とい
う自然災害に基づき生じた契約不履行であることを
理由に、甲社が売主又は供給者としての責任を免れ
るかどうかが、「不可抗力」と呼ばれる問題である。
（３．において詳述する。）

＜ケース２＞
　甲社は、丁社から原材料αを購入したうえ、
甲社の工場において完成品Ｙを製造し、海外に
輸出していた。ところが、大震災が発生したこ
とにより、次のような事態が生じた。
（ハ）原材料αの価格が跳ね上がり、完成品Ｙ
の製造コストが販売価格を上回るに至った。
（ニ）甲社の工場所在地から数十キロ離れた地
域で原発事故が発生したため、海外における完
成品Ｙの購入者が放射能汚染のおそれを理由に
その受取りを拒んだ。

　（ハ）の場合においては、完成品Ｙの供給はなお
可能であり、従って、必ずしも「契約不履行」の問
題が生じるとは限らないものの、甲は、完成品Ｙの
販売をすればするほど逆ざやによる損失がかさむと
いう状況が生じてしまっている。このような状況に
おいて、完成品Ｙの売主である甲社に、契約の解除

や契約内容の改定を認めるべきかどうかが、「事情
変更（又はハードシップ）」と呼ばれる問題である。
（４．（２）を参照。）
　さらに、震災による直接的な悪影響とは異なる
が、東日本大震災に伴い発生した原発事故に起因
する問題として、（ニ）のように、輸出製品が海外
において放射能汚染を理由に受取りを拒否される
ケースが見られた。これは、法律的には、「受領拒
絶」の問題と呼ばれる。（４．（３）を参照。）
　以下では、３．において不可抗力の問題につい
て詳細に検討を行い、その他の問題（ただし、紙
幅の都合上、通常の「契約不履行」の問題は除く）
については、４．において概要の紹介のみを行う。

３．「不可抗力」について

（１）不可抗力とは何か
　不可抗力は、一般用語であると同時に、国際取
引契約において使用される法律・契約用語でもあ
る。法律・契約用語としての不可抗力とは、当事
者の合理的な制御を超える事由をいい、これによっ
て生じた契約上の責任は、当事者がこれを免れる
ことができる場合がある。
　このような不可抗力の内容・効果については、
当事者間の契約に定めがあればそれに従い、契約
に定めがない場合には、契約の準拠法の定めに従
うのが原則である。実務上、国際取引契約におい
ては、このような不可抗力による免責について定め
た、いわゆる不可抗力条項が置かれることが多い。
　このような不可抗力による免責は、商品・サー
ビスの提供者側（売主等）に限って認められ、購
入者側（買主等）の金銭を支払う義務については、
不可抗力を根拠に免責されることはないというの
が国際的な原則とされる。金銭は、高度の融通性
を有するため、これを調達できなくなるという事
態は基本的には考えられず、金銭の支払義務につ
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いて不可抗力による免責を認める必要はないとい
うのがその根拠である。
　もっとも、世界には、上記原則が通用しない法
体系が存在する可能性も否定できない。そこで、
売主等の立場からすると、念のため、買主等の金
銭の支払いについては不可抗力による免責から除
外される旨規定しておくのが望ましいといえる。

［実務上のポイント］
　金銭を支払う義務については、不可抗力によ
る免責はないのが原則であるが、売主として
は、念のためその旨を契約に明記しておくのが
望ましい。

（２）不可抗力事由の例
　不可抗力条項には、具体的な不可抗力事由が列
挙されるのが通例である。不可抗力事由の例とし
て、下表に掲げるものが挙げられる。実際の契約
においては、これらの具体的な不可抗力事由のう
ち、案件の内容に応じ、重要度の高いものが列挙
されることになる。
　契約に列挙される不可抗力事由は、例示である
ことが契約上明示されている場合が多い（「〜を含
むが、これらに限らない」などと表記される。）。
この場合には、契約に列挙された不可抗力事由で
なくとも、不可抗力の定義にあてはまる事態が生
じたならば、やはり不可抗力による免責が認めら
れる可能性がある。
　もっとも、実際には、契約上列挙されている不
可抗力事由のほうが、列挙されていないものと比
べて証明が容易である。そこで、これまで不可抗
力事由として契約に列挙されることの多くなかっ
た津波、原発事故、電力不足及び洪水といった事
由については、近時の災害発生状況を踏まえ、不
可抗力事由として列挙するのを原則的な取扱いと

するのが望ましい。

［実務上のポイント］
　実際に国際取引に悪影響をもたらした不可抗
力事由（近時であれば、津波、原発事故、電力
不足、洪水等）については、その悪影響が明ら
かになった後に、契約に列挙するよう心がける。

（３）どのような事由があれば不可抗力が認め
られるか

　不可抗力事由は、契約上、「当事者の合理的な制
御を超える事由」のように定義されることが多い
が、この定義だけからは、具体的にどのような事
由が不可抗力事由に該当するのか、明確に判断す
ることが難しい。
　また、例えば、地震が不可抗力事由として列挙
されており、実際に地震が発生して契約の履行が
不能になった場合であっても、実質的には契約当
事者の不適切な行動が当該履行不能の主な原因で

表　不可抗力事由

		 		分　類	 												具体的な不可抗力事由
								

天　災
	 地震、津波、落雷、洪水、竜巻、嵐、

火山の噴火、疾病
	　　	 	 火災、爆発、原発事故、難破、封鎖、

通信手段の故障、コンピューターの誤
作動・故障、サイバーテロ

	　	
社会の動乱

	 戦争、戦時動員、革命、内乱、暴動、
デモ

						
	労働紛争

	 騒乱、ストライキ、ロックアウト、ボ
イコット、サボタージュ

		
	政府等の行為

	 政府の行政指導、政府機関・軍の行為、
政府許可の発行拒絶、検疫のための隔
離、通商禁止措置、徴発

							正当行為	 法律、規則及び命令の遵守
					
インフラ・

	 電力、石油、ガス及び原材料の不足、
					
資源不十分

	 公共の交通及び輸送等施設の使用不
能、港湾渋滞

人災等
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あるということもあり得るから、地震の影響を受
けた契約当事者の契約不履行を全て不可抗力とし
て免責するのが妥当なわけでもない。
　そこで、実際に不可抗力の主張を認めるか否か
を判断するにあたっては、不可抗力事由の発生を
契約締結時に予見すること及び不可抗力事由の発
生により生じた結果を回避することが合理的に期
待できなかったこと（予見可能性及び結果回避可
能性の不存在）を、不可抗力を主張する当事者が証
明する必要があるという基準が、国際的に比較的広
範に通用しているものと思われる（ウィーン売買
条約79条（１）、ユニドロア国際商事契約原則7.1.7
（１）等においても、同様の基準が示されている。）。
　ここで注意すべきなのは、不可抗力事由の発生に
ついて予見可能性（及び結果回避可能性）がなかっ
たことの証明は、一般論として、大規模な自然災害
の発生後には、より難しくなると思われることで
ある。例えば、東日本大震災においては、震災発生
前には誰もが予測することのできなかった各種の
被害が生じたが、今後、震災によってこれと同種・
同程度の被害が生じた場合においても、予見可能性
等がなかったとは認められにくくなると思われる。
　そこで、今後は、東日本大震災と同規模の震災
が発生した場合においても、契約の履行不能状態
が発生することを回避すべく、震災に対する一層
の備えをしておくことが、契約外における努力と
して求められよう。

［実務上のポイント］
　不可抗力については、契約上明確な規定がな
い場合であっても、予見可能性及び結果回避可
能性が存在しないことの証明が要求される可能
性がある。また、東日本大震災の発生後に同様
の震災が発生した場合には、予見可能性等がな
いことに関する証明の難易度が上がるため、契
約外においても、震災に対するより一層の備え

をすることが求められる。

（４）不可抗力を主張するための通知
　不可抗力を主張するために、上記の実質的要件
のほか、手続的な要件として、契約の相手方に対
して一定の内容の通知をすることが必要であると
される場合が少なくない（ウィーン売買条約79条
（４）、ユニドロア国際商事契約原則7.1.7（３）等
においてもこのような通知が必要とされている）。
　このように契約の相手方に対して通知すべき内容は、
（イ）不可抗力事由の発生による被害の規模と状況
（ロ）これが契約上の義務の履行に与えた影響
（ハ）契約上の義務の不履行を避けるために尽くし
た手段

等である。仮に契約上、通知内容が細かく規定さ
れていない場合であっても、できる限りの内容を
通知しておくのが望ましい。また、通知内容の存在
を証明する資料も、同時に添付すべきである。当
該添付資料として、政府が発行する各種の文書も
積極的に活用すべきである。
　また、法令・契約において、契約の相手方に対し
て通知をすべき期間が決められていることも多く、
その場合には当該期間を遵守する必要がある。

［実務上のポイント］
　不可抗力の主張をするための手続的要件とし
て、不可抗力事由の発生等について速やかに相
手方に対して通知を行うべき場合があることに
注意すべきである。

（５）不可抗力の主張がなされる場面
　不可抗力の主張は、具体的にどのような場面に
おいてなされるのであろうか。
　国際売買契約を例にとると、売主は、買主から
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製品の供給義務の履行を請求され、これが契約ど
おりに履行できなければ、製品の供給義務の履行遅
滞又は履行不能に基づく契約責任を追及されるお
それがある。不可抗力の主張がなされるのは、売
主が買主からこれらの請求や責任追及をされたと
きである。
　これらのうち、売主が特に契約責任として損害賠
償義務を負う場合の賠償の範囲は、契約の不履行と
因果関係のある損害に広く及び（例えば、製品の供
給を受けることを前提とした出費、第三者に対する
契約上の義務、転売利益等にも及ぶ）、賠償額が製
品の対価を遥かに超えた高額となるおそれもある。

［実務上のポイント］
　不可抗力の主張がなされるのは、基本的に、
買主が製品の供給や被った損害の賠償を売主に
求めた場合である。

（６）部品調達先に生じた不可抗力事由の主張
　東日本大震災においては、上記＜ケース１＞
（イ）のように、部品調達先の被災により完成品の
製造が停止するという事例が数多く生じた。このよ
うな場合に、完成品製造者が、部品の調達が不可抗
力により不能であることを理由に、完成品の供給
不能について責任を免れるか、という問題がある。
　この問題については、国際的にコンセンサスを
有する確たる結論が存在するわけではないが、私
見によれば、原則として、完成品製造者はその責
任を免れないと解する。なぜなら、部品の調達は、
完成品製造のための手段にすぎず、完成品製造者
は、基本的にその裁量と責任において部品調達先
の選択を行うべきものであるからである。
　ただし、契約上、部品が調達不能の場合に完成品
の製造者が免責される旨の特約が存在する場合や、
買主が部品調達先を自ら指定した場合には、完成

品製造者は、部品調達者に生じた不可抗力事由を
理由に責任を免れることができると考える。

［実務上のポイント］
　完成品製造者の立場からすると、部品調達先
に不可抗力事由が生じた場合にも免責がなされ
るよう契約に規定を置いておくことが望まし
い。また、部品や原材料の調達先を分散し、又
は代替調達先を想定しておくなど、事実上のリ
スク回避手段も検討に値する。

（７）不可抗力主張の効果
　不可抗力の主張が認められた場合に、どのよう
な効果が生じるか。
　契約・法令により不可抗力に通常認められる効
果は、売主又は供給者が、個別的に契約目的物の
供給及び契約義務の不履行に基づく損害賠償の責
任を免れるというものである。
　ただし、契約上、不可抗力事由の発生による履
行不能状況が一定期間継続した場合に契約の解除
まで認める条項や、不可抗力事由発生後に協議に
より当事者間の責任割合を決定する旨の条項を規
定する例も見られる。特に、解除権については、
不可抗力事由による履行不能状況が継続したから
といって、契約の解除条項や準拠法に基づき当然
に認められるものとは限らないため、売主又は供
給者がその義務を免れるために規定しておくこと
も検討に値する。

［実務上のポイント］
　不可抗力主張の効果は、基本的には、個別的
に契約上の義務を免れることにあるが、特に契
約自体を解除するための解除権等についてまで
規定しておくべき場合もある。
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４．その他の問題について

　大震災等の発生時において生じ得るその他の問題
については、紙幅の関係上、概略のみを記載する。

（１）「サプライチェーン維持」の問題
　サプライチェーンの維持の問題とは、上記２＜
ケース１＞に述べたような、契約上の義務の履行
確保に向けた当該契約外の試みであり、契約相手
に負担を生じさせず、従って、契約相手との関係
性を犠牲にすることなく履行の確保を図るもので
あるため、実務的には検討の優先順位が高いもの
であるといえる。

（２）「事情変更」の問題
　事情変更は、契約当事者の予期せぬ事態の発生
により、契約関係をそのまま維持することが当事
者の一方に対して不当な不利益をもたらすもので
ある場合に、契約の改定権又は解除権を当該当事
者に認めるものである。一般的には、
（イ）契約締結の前提となる事情の変更
（ロ）当該事情の変更につき帰責性がないこと
（ハ）当該事情の変更が当事者の予見できない異常
なものであること

といった要件が必要であり、過去に国際取引契約
の実務において事情変更が認められた例は、極め
て少ないといえる。

（３）「受領拒絶」の問題
　製品の購入者が、放射能汚染を理由に製品の受取
りを拒否した場合において、製品の供給者は、受
取り拒否に特段の合理的な理由や根拠が認められ
なければ、代金の支払いを通常どおり請求するこ
とができるというのが、国際取引契約法上、一般
に導かれる結論である。
　とはいえ、相手方に対して製品の安全性に関す

る説明を十分に行うなど、契約外において解決を
図ることが、コスト、迅速性及び相手方との関係
維持の観点からは望ましい。

５．終わりに

　国際取引においては、取引相手方との継続的な
関係を前提にしていることが少なくない。このよ
うな場合においては、震災等に基づく契約上の義
務の不履行についても、実際には、契約当事者間
の交渉により解決されるケースがほとんどである
と思われる。製品の供給者の立場からすると、た
とえ不可抗力の主張により一切の責任負担を免れ
ることが可能な場合であっても、そうすることが
当事者の継続的な関係にどのような影響を及ぼす
かという点について、十分に考慮する必要がある。
具体的な事情によっては、継続的な関係の維持を
優先し、一定の責任の負担を了承すべき場合もあ
るといえる。
　このように、当事者間の交渉で契約責任に関する
問題を解決する場合であっても、当該交渉に際して
は、当事者間の契約における不可抗力条項が参考に
され、また、交渉の基礎とされることになる。従っ
て、国際取引契約において、規定しておくべき事
項が漏れなく規定された隙のない不可抗力条項を
置くことの重要性は、どのような方法により紛争
を解決するかにかかわらず、変わるものではない。
　本稿が、国際取引契約における不可抗力条項の
検討に、いささかなりとも役に立つのであれば幸
いである。
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放射能汚染を越えて
000 号記念編集委員会座談会

　2011 年３月 11 日に発生した東
日本大震災では、原子力発電所か
ら放射性物質が流出する事故が発
生し、原子力発電の安全性とエネ
ルギーの問題として、日本のみな
らず世界中で議論となった。
　一方、この事故の被災地では、
除染を始めとする対策が進まず、
同時に風評被害や被災者差別など
も問題になっている。
　そこで、被災地の復興に向けて
何をすべきで、何ができるか、被
災地の現状に詳しい専門家に、将
来を見据えた議論をお願いした。
　（小出）
（座談会開催日：2011年９月26日）

放射能関係とのかかわり

　司会（小出）　まず、本日のテー
マとのかかわりについて、自己紹
介を兼ねて一言お願いします。
　私は、東京大学の水産学科で、
ビキニ環礁の核実験に由来する放
射性物質の生物濃縮について学び
ました。その後NHKに入局し、放
射能の影響を取り扱った番組の制
作にも携わりました。定年後しば
らく経ちますが、3.11 から再び現
場に戻ったような気分です。
　中西　東京大学農学部の農学生
命科学研究科におります。元々は
放射化学を専門とし、博士論文で

はニオブ（Nb：原子番号 41）を
扱いその放射性核種についての半
減期測定を行いました。
　しかし、その後日本では放射化
学という分野は次第に衰退したこ
ともあり、卒業後は一般企業など
に就職し、そこで植物を扱うよう
になりました。それから、アイソ
トープ施設の主任者として、東京
大学農学部に移りました。
　現在は放射線やアイソトープを
扱って放射線植物生理学、つまり、
生きた植物中の水や微量元素の動
きを可視化して解析する研究をし
ています。原子力というより放射
線の利用の分野で、長年、放射線
とは縁の切れない生活をしてきま
した。
　木村　興味を持っていた物理か
ら始めて、化学、薬学、医学を勉
強し、博士論文はパーキンソン病
の発現機序です。数学モデルを用
いて、活性酸素の発生量とともに
パーキンソン病の発現部位で、ど
のように DNAが壊されていくかに
ついて、反応速度論的な解析をし
て、学位を取りました。
　司会　医学博士ですか。
　木村　理学です。正確に言うと
博士（地球環境科学）です。理学
のアプローチを持ちながら、医学
的な解明をするのが、私の手法で
す。
　1999年に放射線医学総合研究所
（放医研）に入りましたが、ちょう

ど日本原子力研究所で１か月の放
射線基礎研修を受けていた最中に、
東海村臨界事故が起きました。そ
の時、環境調査を通して、原子力
事故は起こるものと確信したので、
事故研究を始めることにしました。
チェルノブイリの研究は今でも続
けています。
　放医研は科学技術庁傘下の研究
所で、当時の任期制制度では再任
不可、任期は５年でした。その後、
およそ２年半のブランクの間に論
文を書き続けて、次に厚生労働省
所管の労働安全衛生総合研究所で、
労働者、特に医療従事者の被ばく
問題について現場調査を中心に
行ってきましたが、３月 11 日の
事故以降、現在の調査に活動の中
心をシフトし、この８月１日から
現職に就いています。

3.11 で感じたことと
事故後の活動

　司会　私はマスメディアで仕事
をしてきましたが、原発の安全問
題について頑張ってきたという自
負とともに、やはり事故が起きて
しまったことに力不足感や忸怩た
る思いもあります。また、3.11 を
契機として、メディアの発表依存
体質が浮き彫りにされてきました。
このように様々なことを3.11 に関
して感じました。皆さんはいかが

木
きむら

村 真
しんぞう

三（獨協医科大学国際協力支援センター国際疫学研究室 准教授、国際疫学研究室福島分室 室長）

中
なかにし

西 友
ともこ

子（東京大学大学院農学生命科学研究科放射線植物生理学研究室 教授）

小
こいで

出 五
ごろう

郎（科学ジャーナリスト／本誌編集委員／司会）



予防時報 31

ですか。
　木村　私は、世界のどこかで原
子力事故が起きることを確信し
て、放射線衛生学を続けていまし
たから、正直なところ驚きはあり
ませんでした。
　中西　私は、我々人類が得てい
る力の限界を感じました。自然科
学と言っても、自然と離れたとこ
ろでどんどん進化しています。そ
して理解することと、使うことは
違うのではないかということを考
えさせられました。
　私たちは科学があるがゆえに、
自然の怖さを感じなくなってし
まった面があると思います。また
自然と向き合うことをあまりしな
くなり、自然科学が自然と離れて
しまったような気がします。例え
ば IT 技術も必要ですが、勝手に
世界を作り、その中で科学技術を
発展させる傾向もあるように思わ
れます。科学とは自然のしくみを
知る活動から始まったわけですか
ら、もっと自然のことを考え、自
然や社会と一緒に進まなくてはい
けないと感じました。
　司会　私は 3.11 以降、ジャー
ナリストとして、現地で取材をし
たり、報道に携わったりしていま
す。木村さんはいかがですか。
　木村　発災直後は、電源喪失の
話は出ていませんでしたが、多分
問題になるだろうと思い、準備を
始めました。
　司会　どのような準備ですか。
　木村　まず、労働安全衛生総合
研究所に辞表を出しました。事故
直後、くれぐれも勝手な行動はし
ないようにという指示が出たから
です。東海村臨界事故の時の経験
がありまして、当時は科学技術庁
が環境調査等はまかりならんと重
症患者の対応に専念するように
言っていたため、おかげで初動が

１週間も遅れてしまったのです。
　司会　個人的に調査をスタート
させたということになるのですか。
　木村　はい。それから、機材を
手配したり、仲間に声をかけたり、
現地調査の準備もしました。プ
ルームという放射能雲が、東京に
来ると予測していましたので、京
都大学から送ってもらったハイボ
リュームエアサンプラーという、
空気を捕集する装置の試運転をし
ていました。ちょうどそのとき、
番組作りの協力依頼をされていた
NHKの方から電話で、私が貸した
測定器が横浜で毎時 0.3 マイクロ
シーベルト（μ Sv）を検出したけ
れども、壊れていないかという照
会がありました。私も持っていた
別の検出器で計ったら１μ Sv あっ
たのです。台東区の下谷にいまし
たが、これは放射能が来ていると
確信しました。
　司会　それで３月 15 日には現
地へ調査に向かったのですね。一
番驚いたことは何ですか。
　木村　15 日は NHK の方と福島
県三春町まで行きました。16日は
国道 288 号線を東へ、原発方向に
向かって行きました。
　私はチェルノブイリの調査など
で、測定器の針が振り切れるレベ
ルを何度も経験していますので、
放射線量については意識していま
せんでした。しかし、三春町に泊
まった15日から16日に雪が降り、
雪は表面積が大きいため空中の放
射能が吸着しやすく、それが降り
積もるので、大変な危機感を持ち
ました。
　司会　どれくらいの期間福島県
で調査をしたのですか。また、分
かったことは何ですか。
　木村　事故以降、生活の拠点を
福島県に移しましたので、チェル
ノブイリへ行った以外は、ほとん

ど毎日福島県で調査しています。
早い時期から測定ができています
ので、ヨウ素成分の推移や原発か
ら 1.4kmくらいの場所でプルトニ
ウムを検出したデータも持ってい
ます。
　他にも、まだ誰も明らかにして
いないようなデータが多々ありま
すが、どこまで明らかにすべきか、
多すぎて整理できていません。
　司会　中西さんは、3.11 以降ど
のような活動をしていますか。
　中西　農学部におりますので、
農業に携わる人の役に立つような
データが必要だと思い注意を払っ
てきました。しかし、各地域の測
定値や農作物を始めとする食品の
データは数多くあるのですが、農
業に活用できるデータはほとんど
ありませんでした。そんな折、農
学部長が音頭をとって、農学部の
いろいろな分野の教員有志が集ま
り、現場の農業に役立つ知恵、例
えば、農作物、土壌などについて
調べることになりました。
　その要が放射線測定なので、こ
れら全体の活動のコーディネー
ターを引き受けております。ただ、
被ばくの問題もあるので、学生は
なるべく入れずに、教員自身が被
災地で活動しています。これらは
被災地農業支援研究なのですが、
短期と長期の研究に分けて進めて
おり、成果を少しずつ蓄積し始め
ています。

木
村 

真
三
氏

vol.2462011

座 談 会

2012vol.248



予防時報32

　その際、私たち研究者が心がけ
るべきことは、データを基に話を
していなければいけないことです。
正しいデータを採って、そこから
類推できること以外のこと、つま
り分からないことは分からないと
言うことが、正しい姿勢だと思い
ます。そして、一般の方が判断し
なければならないときには、一緒
になって考えていくというスタン
スで活動しています。
　実はこのような農学部全体が関
わる取り組みは、農学部始まって
以来のことだと思います。農学部
とは、工学、化学、生物、経営学、
水産学、畜産学など、広い研究分
野にわたる先生方の集まりという
ことが大きな特徴なので、みんな
で一つの分野に取り組むというこ
とには難しい面があります。しか
し、今回はみなさんボランティア
ベースで集まり、一緒になって研
究を進めています。
　司会　私が農学部に在籍してい
たのは数十年前ですが、農学部で
そういうプロジェクトを立ち上げ
てみんながまとまるというのは、
あまり考えられない雰囲気でした。
それができたのは、なぜなのでしょ
うか。
　中西　今回、生まれて初めて義
捐金を出したという方がかなりお
られます。自然の力のものすごさ
を見て、自分も何かをしなければ
という気持ちがかなりの人に芽生
えたのではないかと思いますが、
農学部の先生方も例外ではなかっ
たのだと思います。

これまでの取り組みで分
かってきたこと

　司会　木村さん、住民の帰宅の
みならず、農業の復興にも関係す

ると思いますが、除染はどういう
形で進めていくべきでしょうか。
　木村　期待が大きいようですが、
除染によって直ちに生活の場が元
に戻るようなことはありません。
基本的には政府が言っていること
も、かなりナンセンスです。
　まず、私の恩師である岡野眞治
先生から指導いただいた内容です
が、ホットスポットというのは点、
つまりせいぜい手が届く範囲で、
点であればそこにあるものを取り
除くことも可能でしょう。しかし、
ある程度の面積を持ったら、それ
はホットエリアと言うべきです。
　広範囲に放射性物質が降り注い
で沈着した状況になると、その部
分はホットエリアになってしまい
ます。たとえば、家について除染
しようとした場合、その周囲から
飛んでくる放射線は点ではなく面
で考えないといけません。そうす
ると、周囲の放射線は 100m先か
らも飛んで来ますので、１軒につ
いて半径 100mを除染する必要が
あります。それは不可能に近いで
しょう。
　ですから、今政府が言うように
事故前の状況に戻すという話は、
10年レンジで取り組むべきことで
あり、人が生活できるようにする
ための早急な除染はかなり難しい
と思います。
　司会　ホットスポットが確定で
きれば、そこだけでも先に除染で
きると思いますが。
　木村　まず、町内会や集落など
で、除染後のごみの一時保管場所
を作る必要があります。そして、
除染の目的を定めなければなりま
せん。たとえば、屋内は屋外より
も線量が減りますので、寝泊まり
するだけならば、大がかりな除染
は必要ないかもしれません。
　ごみはなるべく減らす必要があ

りますから、高圧洗浄でも、水圧
が少なくて水量が少ない機種を選
ぶべきです。また、屋根の上など
高所で丁寧な作業が求められる場
所は、落下する危険がありますか
ら、除染の知識を勉強した業者が
実施するべきでしょう。
　司会　個人でできることはない
のですか。
　木村　庭の芝や土壌を剥ぐこと
はできます。
　司会　よく地表から５cmと聞き
ますが。
　木村　農地にも言えますが、既
に５cmから下にも汚染が進んでき
ています。しかし、ゴミの問題や
被曝量などを考えると、５cm剥ぐ
のが合理的だと考えています。
　司会　どういうステップで進め
ていけばいいのでしょうか。
　木村　まずは線量を計って、そ
の線量からどこまで落とせば住め
るようになるのか検討します。そ
こから先、具体的にどのような方
法で進めるかは、ケースバイケー
スです。
　私は、実験的に除染作業をして
いますが、どのくらいのリスクを
伴うのか、どのくらいの量の廃棄
物が出るのかを見積もるために、
使う機材も特別なものではなく、
普通の家族が行う除染作業と同じ
方法でしています。それらのデー
タも参考に考えた解決策を用意し
ています。
　実は、私の恩師からお褒めの言
葉をいただいたほど丁寧に作業し
ましたが、それでも線量は概ね半
分にしかなりませんでした。残り
の放射線は、半径 100mから飛ん
できますから、それ以上線量を下
げようと思ったら、個人の力では
無理でしょう。しかし、行政も予
算が限られていますから、行政に
頼らずにできることを考えないと

座 談 会
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なかなか前に進みません。
　司会　つまり、政府や自治体の
動きを待っていたのでは、問題は
解決しないということですね。
　中西さん、具体的に分かってき
たことを復興へ結びつける段階で、
共通の問題があるのではないです
か。
　中西　福島県で言えば、農業総
合センターの職員の方は、直接農
家と接しているのですが、彼らも
やはりまだデータが足りないと
言っています。また、現場では農
作物ごとの知見の蓄積も必要です。
　たとえば、アスパラガスはある
程度育つと遮光して白くなるよう、
土を寄せて覆うのですが、寄せる
土が表面土ですと汚染度が高いの
で良くありません。そこで、農家
には表土を使わないよう指導がで
きるようになりました。
　それから、農業総合センターが
既に持っている色々なデータが、
隅々まで行き渡っていないことも
問題です。どのような汚染の広が
りがあり、その結果、どのような
動作が良く何が悪いのかをきめ細
かく知らせる必要があります。情
報の受け手である農家の人たち
はきちんと理解してくれますし、
ちょっとしたデータでもそれを元
に色々と対策を考えてくれます。
ですから、悪いデータも含めて、
もっと積極的に情報開示していい
と思います。
　司会　農家の方々には、情報を
活用するだけの下地があると。
　中西　農家の方は熱意があり、
一緒に対処法を考えていくことが
大切だと思います。一方、放射能
に対する知識は十分だとは言えず、
指導が必要です。たとえば、防護
服を着たまま家の中やハウスの中
に入っていくことがあります。そ
れでは、せっかくきれいな室内を

汚しているようなものです。建物
に入るときは、体を覆っていたも
のはすべて外で汚染されているの
で、マスクも含め入口で取ること
が基本です。このような基本的な
知識は、持ってもらわないといけ
ないと思います。農業関係者の間
には、ネットワークがありますの
で、それをうまく使うこともひと
つではないかと思います。
　司会　農地で表土を５cm剥ぎ取
るのは、住宅地に比べればやりや
すいと思います。また、ひまわり
は失敗したようですが、植物を使っ
た除染の試みはどうでしょう。
　中西　植物を使った除染は、バ
イオレメディエーションといって、
重金属汚染された土壌の回復で着
目されています。植物によっては
特定の重金属を多量に吸収し植物
内に濃縮するからです。そこで重
金属を蓄積した植物を処理してい
けば土壌がきれいになるというも
のです。しかし、今回試したひま
わりは、放射能をあまり吸ってく
れませんでした。
　司会　逆に考えると、放射能に
汚染された土地で栽培されても、
ひまわりは安全と言えるわけで、
他の作物も安全である可能性が出
てきたとすれば、これは朗報だと
思います。
　しかし、チェルノブイリにもひ
まわりがあると言っている人がい
ますが、あちらでは効果はあるの
でしょうか。
　木村　実は、私のカウンターパー
トナーが取り組んでいて、日本で
必ず伝えてくれと言われているの
ですが、チェルノブイリでは、バ
イオレメディエーションをやって
いるわけではないのです。汚染さ
れた地域で、菜種の油を使ったバ
イオディーゼルを作っているので
す。

　司会　菜種だけですか。
　木村　ひまわりも植えられてい
ます。チェルノブイリのあるウク
ライナは、ソフィア・ローレンの
映画「ひまわり」の舞台ですから。
　司会　ただし、除染が目的では
ないのですね。
　木村　そうです。彼らには 25
年の積み重ねがありますから、除
染対策にはもっと効果的な別の手
法で取り組んでいるようです。

情報の開示と自己測定

　司会　情報開示についてですが、
食品にはしっかり表示がしてある
ほうが、消費者が買うときにそれ
を目安にするでしょうし、汚染の
状態についても、何をすればよい
か考えるためには、基本的にデー
タが明らかでないと話が始まりま
せん。政府は積極的ではないとい
うか、情けない状況にありますが、
情報開示についてはどう考えます
か。
　木村　もちろん開示すべきで
しょう。
　司会　住民はどのように反応す
ると、現場を歩いていて感じます
か。
　木村　私は、被害者が加害者に
なるような行動を取らなくて済む
ように、情報を正しく理解しましょ
うと話しています。
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　司会　なるほど。情報が開示さ
れていれば、それをもとに行動で
きますね。
　木村　チェルノブイリの時は、
西ドイツで肉屋さんが自前の測定
器で計測して、60ベクレルを超え
たから今日は売らないといった取
り組みをして、ものすごく繁盛し
ていました。現在、郡山を中心に
自由市場という農業集団の方々が、
きちんと自分たちで計って、表示
をして、販売しています。
　司会　安全が付加価値になると
いうことですね。
　木村　はい。他にも、ひまわり
の話題で出たように、汚染された
土壌でも大丈夫な農作物がありま
すから、それをきちんと表示すれ
ば、商品価値はあると思います。
　中西　ハウスの中で栽培された
農作物は、放射能汚染がほとんど
無いので、それもきちんと区別し
たいですね。
　司会　自分で確かめるために
は、測定器が必要ですが、チェル
ノブイリ周辺で小学校に測定器を
設置してあるように、日本でも地
域の拠点に設置すれば、安全性を
自分で判断できるようになると思
います。
　中西　そう思います。その話に
なると、ゲルマニウム半導体検査
機は 2,000 万円しますと言う人が
いますが、もっと簡便な検査機な
らば 100 万円か 200 万円のもの
もあります。
　木村　金額の問題もありますが、
ゲルマニウム半導体検査機は専門
的すぎて、普通の人では使いこな
せないでしょう。ですから、一般
の方が自分で測定するなら、その
2,000万円は無駄になります。むし
ろ、ホームセンターで手に入る測
定器で十分目安になると思います。
　司会　メーカーによって、誤差

があると聞いていますが。
　木村　市民が細かい数値まで測
定する必要はなくて、相対的な
高低はどの測定器でもはっきりと
分かりますから、他の場所に比べ
て高いところや以前に比べて高く
なった時に、その事実を行政など
に伝えればよいのです。あとは
専門家が詳しく調べれば良いので
あって、役割分担をして対応する
のが現実的だと思います。
　このため、できる範囲があると
いうことを理解した上で、目安と
して使ってくださいと私は言って
います。

意識の問題と風評被害

　司会　できることは自分たちで
やるというのが、基本的な考え方
だと思いますが、何も悪いことは
していないのに、なぜ被災者が自
分でやらなければならないのかと
いう思いも理解できます。
　木村　確かに、被災者にとって
は踏んだり蹴ったりです。しかし
一方で、他人任せにしていても何
も進まないことは、この数か月で
はっきりしていますので、被害者
意識だけを持っていても意味がな
いのです。そこで私は、県内の汚
染地域で辻説法のように、どのよ
うに考えるべきかについて、丁寧
な説明を心がけて実践しています。
　司会　どのような考え方ですか。
　木村　まず、全世界は既に核に
汚染されており、少なくとも日本
全土は、今回の事故によって放射
能で汚染されているという事実か
ら伝えます。残念ながら、事故前
に戻ろうというのは無理で、事故
後の世界を見据えなければいけま
せん。そして、そのことを認識し
た上で、どこに我慢のできる限度

レベルを設定するのか、一緒に考
えていきましょうという話をして
います。
　司会　確かに、地球自体が汚染
されているわけですから、汚染さ
れた中で生きていかなくてはなり
ません。その際に注意したいのが、
過去に広島、長崎の被ばく者や、
公害病の被害者が受けた差別など、
何の責任もない今回の被災者がひ
どい目にあうということだけは、
防がなければなりません。
　汚染時代を生きていくにあたっ
て、知識が必要だと思いますが、
何が重要だとお考えでしょうか。
　中西　阪神・淡路大震災につい
て、長期間調べていた先生が、山
間部の復興には道教の思想が役に
立ったと指摘されていました。良
いことや悪いこと、また連帯行動
などの価値観について、共通の認
識を持っていたため、行政に頼ら
なくても、支え合いながら自分た
ちの努力で復興できたということ
です。
　そのお話を伺って、日本に古来
からある色々な価値観をもう一回
掘り起こして、思い出す活動が必
要ではないかと感じました。
　司会　そうですね。知識の普及
についてはいかがですか。
　中西　これも、知恵の伝承とい
う切り口があるのではないでしょ
うか。
　司会　今の世の中は、感情の方
を優先して、感情をむき出しにす
ることの方が是であるという雰囲
気になってきていますね。
　そういう価値観の問題と、もう
一つ、開示された情報を理解した
上での理性的な行動が求められて
いると思いますが、その方向に向
かうために必要なことは何でしょ
うか。
　木村　基本的にまず、倫理的な

座 談 会
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筋を通していくことだと思いま
す。広島、長崎の被ばくを経験
し、ビキニ環礁の核実験でも被災
者を出して、唯一の被爆国と言わ
れている日本人が、放射能に関す
る知識を持たないまま、ただ感情
で動いているのは嘆かわしいこと
です。放射能について、正しい知
識を持っていれば、五山の送り火
や花火を中止することがいかにナ
ンセンスなことか理解できるはず
です。今は、口では被災地を応援
しますと言いながら、結果的に被
災者を差別する加害者になってし
まっています。
　過去に起きた公害問題でも構図
は同じです。同じことを繰り返す
過ちを見て、憤りを感じています。
そういう無知からくる風評被害や
被災者差別を自分がしてしまって
いることに気づかなければなりま
せん。教育も必要ですが、それ以
前にまず倫理観でしょう。
　中西　不思議なことは、世界中
で核実験が盛んだった 1960 年代、
日本人は非常に汚染されていまし
たよね。
　司会　大気圏内核実験をやって
いた頃ですね。
　中西　当時、日本の男性一人当
たり 500 ベクレルというセシウ
ムの体内汚染から考えられること
は、非常に汚染されていたもの
を食べていたということです。ど
うしてあの頃は何も問題にならな
かったのか、情報が開示されてい
なかったことだけが理由なのか、
興味があるところです。
　木村　大気圏内核実験の結果、
日本全土は汚染されましたが、今
回の福島第一原発の事故でも、日
本全国が汚染されたと言っても過
言ではありません。東京でも、広
島でも、長崎でも、北海道でも、
放射能が検出されています。

　たとえば、長崎では４月 13 日
にピークがきたのですが、エアフィ
ルター上のフィルターに集まった
チリだけを集めて、それを重量換
算でキログラムに直したところ、
飯館村と同じくらいの濃度の汚染
レベルでした。日本全国は既に汚
染されていて、放射能事故後の世
の中なのだと認識しなくてはいけ
ません。それははっきり情報公開
するべきことで、私はどのマスコ
ミに対しても、ちゃんと伝えるよ
うにしています。
　司会　そうですね。
　木村　陸前高田市の松の木が、
ようやく護摩炊きで燃やせました。
その理由は、測定した結果大丈夫
だったからだそうです。しかし、
すでに汚染されているレベルを考
えると、護摩炊きで発生する放射
能は比較にならないくらい少ない
わけで、測定すること自体ナンセ
ンスなわけです。
　燃やす量についても、ものすご
く少ないわけで、不安だ不安だと
世論が言っているからといって、
きちんとそれも説明ができないよ
うな行政または報道であってはい
けないと思います。ですから、市
民に情報を伝える行政やマスコミ
に対して、正しい情報を出して理
解してもらうように心がけていま
す。
　司会　放射能の時代に生きてい
くためには、一人ひとりが自分で
判断する力をつけていくこと、そ
して判断するために必要な情報が、
すべて伝えられていることが求め
られるということですね。

放射能汚染時代によせて

　司会　最後に、その情報に携わ
る立場で、一言ずつお願いします。

　木村　放射能のリスクに曝され
ながらも、被災地で生活せざるを
得ない人々がいる以上、そのリス
クが高い人々を最優先に考えてい
きたいと思います。そのためには、
その人たちと同じ生活環境の中に
入っていって、問題点を抽出しな
がら解決策を考えていく必要があ
ります。ですから私は、今後 20
年間、福島県を見続けるために調
査します。大学の分室も作りまし
たし、各種測定器も設置しました。
ここを拠点として、正確な情報を
公開していきます。
　中西　私たちはとかく科学技術
に夢を抱きがちですが、科学技術
には、プラスの面とマイナスの面
があることを一般の人に伝えてい
かなくてはならないと思います。
マイナスのデータも開示して、科
学者と一般の方とが一緒になって、
解決策を見出していかなければな
りません。今回の被災では、まず、
すべての正確な情報を集めて伝え
ていくことにより、被災地の主要
な産業である農業の再生に寄与し
ていきたいと思います。
　司会　そして、情報を伝達する
メディアや行政にも、その情報の
中身を理解し、発信していく努力
と実践が求められています。今日
はありがとうございました。

小
出 

五
郎
氏
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編集後記

　 新 年 明 け ま し て お め で と う ご ざ い ま す 。 昨 年
は 、東 日 本 大 震 災 は 言 う ま で も な く 、ニ ュ ー ジ ー
ラ ン ド 地 震 、 台 風 1 2 号 の 豪 雨 災 害 、 台 風 1 5 号
の 強 風 災 害 、 タ イ の 大 洪 水 な ど 、 記 憶 に 残 る 多
数 の 自 然 災 害 が 発 生 し ま し た 。
　「 想 定 外 」 と い う 都 合 の い い 言 葉 で 言 い 訳 す る
こ と な く 、あ ら ゆ る 場 面 で 起 こ り う る 事 象 を 想 定
し 、 自 然 災 害 へ の 備 え を 万 全 に し た い も の で す 。

（召田）
　 あ け ま し て お め で と う ご ざ い ま す 。 昨 年 は 、国
内 で は 東 日 本 大 震 災 、台 風 や 火 山 の 噴 火 、竜 巻 な
ど 、多 く の 災 害 が 発 生 し ま し た 。海 外 で も 、ニ ュ ー
ジ ー ラ ン ド や ト ル コ の 地 震 、タ イ の 洪 水 な ど の 災
害 や ア ラ ブ 諸 国 の 政 変 が あ り 、 私 た ち の 生 活 が
リ ス ク に 囲 ま れ て い る こ と を 痛 感 し た 年 で し た 。
　 今 年 は 備 え を 万 全 に し て 、 安 全 ・ 安 心 な く ら
し が 実 現 す る こ と を 願 っ て い ま す 。        （岡本）
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特集２　タイ洪水調査報告
　　本誌編集委員の山崎 文雄氏（千葉大学教授）は、2011年11月５日から７日にかけて、タイ中部にある同国の首都バンコクおよびその周辺地域
を訪れ、洪水の状況を調査した。ここでは、その際に撮影した写真を紹介するとともに、被災地の状況を解説する。

ナワナコン工業団地内の様子
　左端の写真は電話ボックスであり、上部が水面に出ているだけであった。中央の写真は団地入口の商業地区であり、１階の商店は軒先近くまで
水没し、道路を通れるのは舟のみであった。右端の写真は下部が水没した銀行ATMである。全ての工場は閉鎖され、警備員が各工場を警備してい
た。住民は大半が避難していたが、２階より上の部屋で生活している人も一部いた。電気は安全のため遮断されていた。

ナワナコン工業団地
　ナワナコン工業団地は、バンコク中心部から約50km
北方、パトゥムタニ県に位置する。1971年に開所し、現
在190社が入居しているが、そのうち家電･部品加工メ
ーカーを中心に104社が日系企業である。同団地は、10
月17日に北側の運河が決壊して浸水した。筆者らが調
査したときは、同団地の一帯は深さ約２mの水に完全
に覆われ、全ての工場は１階が完全に水没していた。
道路はまさに川のようで、電柱や並木によって辛うじて
道路と判断できる状況であった。

バンコク市内の地下鉄駅
　タイ中部の洪水は11月初旬にはバンコク市内の北
部に達した。写真は、11月７日の地下鉄チャトチャック
公園駅出口の様子であり、乗客は駅を出るとすぐに水
の中を歩く状態であった。地下鉄出口の道路は、歩道
で約20cm、車道で約40cm冠水している。地下鉄駅は
出入口を高くし、防水扉を設置するなどの対策のほか、
駅出入口の数を減らして、浸水地域においても支障な
く運行していた。地下鉄駅の右上に見える高架市内鉄
道BTSも、正常に運行していた。



バンコク市内の幹線道路
　バンコク市内北部にある地
下鉄パホンヨーティン駅の周辺
道路の冠水の様子。道路は
40cm近く冠水しており、通行で
きる車両は車高の高いトラッ
ク、バス、４輪駆動車のみであ
った。このような幹線道路の状
況であるが、庶民の足である市
内バスは、本数を減らしながら
も運行していた。

洪水への備えと下水からの浸水
　バンコク中心部にも洪水が迫り、道路の所々や立体交差のア
ンダーパスで、浸水を食い止めるための土嚢などが設置されて
いた。また、市内の多くの建物の周囲も、土嚢やブロック遮水壁
による防護策が施されていた。しかし、水の流れは、地上の対策
だけでは抑えることが難しい。下の写真は、歩道上の地中配管設
備の蓋から溢れ出る水の様子である。一緒に調査を行なったタ
イ人の研究者によると、自宅周囲に浸水防護対策を行なったが、
トイレから下水が逆流したほか、配管隙間からも水が浸入し、結
局、自宅の浸水を防げず、今は実家に避難しているとのことであ
った。

高速道路は駐車場
　洪水を避けるために、多くの車両が冠水の危険のない高架道
路や高架駐車場に避難していた。バンコクとアユタヤを結ぶ高
架高速道路は、まさに駐車場の感を呈していた。下の写真に見
られるように、軍の装甲車までもが、高速道路の料金所スペース
に避難していた。
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災害メモ

★火災
●７・13　東京都荒川区東日暮里で、木造モルタル
２階建て住宅から出火し、２棟全焼。周辺事務所な
ど計11棟全半焼。５人負傷。
●７・23　京都府京都市左京区で、化学薬品製造会
社の試薬製造棟など３棟全半焼。５人負傷。
●７・23　山口県山口市で、中市商店街の食料品店
から出火。９棟約1,700㎡焼き、約８時間後に鎮火。
周辺の106戸停電。
●８・４　東京都足立区西新井で、木造３階建て住
宅約125㎡全焼。３人死亡、３人負傷。
●８・27　大分県中津市で、新博多町商店街にある
飲食店から出火。周囲の店舗や空き家など10棟延
べ1,417㎡焼損、約８時間後に鎮火。
●８・31　千葉県市川市で、木造モルタル２階建て
住宅から出火し、２階部分の約23㎡焼損。不審火。
３人死亡。
●９・９　滋賀県守山市で、クリーニング会社の本
社工場（鉄骨３階建て）延べ約1,900㎡と、隣接する
別のクリーニング会社の本社工場（鉄骨２階建て）
延べ約1,700㎡が全焼。出火当時は無人。
●９・12　宮城県石巻市で、木造２階建て住宅の２
階の居間から出火し、約200㎡全焼。家族４人死亡。
●９・15　愛知県名古屋市西区で、ワンルームマン
ションの２階１室全焼。ろうそくの火が原因。１人死
亡、４人負傷。
●９・29　愛知県名古屋市西区で、自動車板金塗装
会社の工場が火災。木造一部鉄骨２階建て住宅兼
工場計約100㎡焼損。1人死亡。

★陸上交通
●７・27　福井県敦賀市の県道で、ワゴン車と大型
ダンプカーが正面衝突。ワゴン車が左カーブでセン
ターラインはみ出す。４人死亡、２人負傷。
●８・３　北海道中富良野町の国道237号で、乗用
車が中央線を越えてきたトラックと正面衝突。３人
死亡、２人負傷。
●８・６　茨城県水戸市の国道50号バイパス交差
点で、信号待ちの車列に乗用車が突っ込み、最後尾
の軽自動車が前のマイクロバスに挟まれて大破。３

人死亡、３人負傷。
●８・８　岐阜県高山市の国道41号で、乗用車が左
カーブを曲がりきれずに反対車線に飛び出し、大型
トレーラーと正面衝突。乗用車の３人死亡。
●９・５　北海道富良野市の国道38号で、乗用車と
トラックが正面衝突。３人死亡、２人負傷。

★航空
●７・28　北海道芽室町で、航空大学校の訓練機ビ
ーチクラフト式A36型が計器飛行中に山に激突、出
火。３人死亡、１人負傷。

★自然
●７・18～20　西日本などで、台風６号による被害。
強風、大雨による土砂崩れ、停電、交通混乱など。３
人死亡、54人負傷。
●７・27～30　新潟県、福島県で、前線の影響によ
り断続的に激しい雨（「平成23年７月新潟・福島豪
雨」）。土砂崩れ、河川氾濫など。６人死亡、13人負傷。
●８・４～　沖縄地方で台風９号による被害。速度
が遅く暴風域が40時間以上続き、大雨、強風により
交通網マヒ、停電など。韓国でも強風、高波、停電被
害。５人死亡、51人負傷。
●８・21　福岡県、山口県などで、低気圧が発達し、
豪雨、竜巻・突風による被害。電柱倒壊、屋根の吹き
飛び、小型船転覆など。２人死亡、３人負傷。
●９・１～６　近畿、四国、中国地方などで、台風12
号による被害。断続的に猛烈な雨。各地で河川氾濫、
紀伊半島山間部などで大規模土砂崩れ。92人死亡、
104人負傷。
●９・18～22　台風15号、前線停滞により西日本か
ら北海道にかけ暴風雨、洪水。首都圏を直撃し、交
通網マヒ。18人死亡、337人負傷。

★その他
●７・３　兵庫県明石市で、小学生がため池（野々
池）で水死。高さ約1.5ｍの金網フェンスを乗り越え
侵入。３人死亡。
●７・６　群馬県みなかみ町の奥利根湖（矢木沢ダ
ム）で、４人乗りプレジャーボートが航行中に突然
旋回し始め２人が投げ出される。助けようと飛び込
んだ男性を含む３人死亡・行方不明。
●７・16　京都府京都市西京区で、部屋を閉めたま
ま炭火を焚いてすき焼きをしていた男女13人が一
酸化炭素中毒。13人負傷。
●７・16　和歌山県和歌山市のクリーニング店で、
漂白剤の一斗缶から硫化水素を含む煙が発生。１
人死亡、１人負傷。
●８・17　静岡県浜松市の天竜川で、川下りをして
いた「第11天竜丸」が操船ミスで岸壁に衝突し転覆、
23人が川に流される。５人死亡、５人負傷。
●８・24　千葉県船橋市の金属製品製造所で、塩酸

が入った鉄製タンク（高さ約５ｍ・直径約３ｍ）の点
検をしていた２人がタンク内に転落。２人死亡。
●９・１　東京都中央区晴海のビル建設工事現場
で、固定具のボルトが外れ作業用ゴンドラが３階部
分から落下。安全管理ミスの可能性。１人死亡、１
人負傷。
●９・15　東京都千代田区丸の内のビル建設工事
現場で、配線作業中の作業員がクレーンのワイヤを
巻き付けるドラムに巻き込まれる。１人死亡。
●９・22　千葉県千葉市中央区の工場敷地内で、補
修作業の５人が乗ったゴンドラのワイヤが切れ、施
設外壁に衝突。１人死亡、４人負傷。

★海外
●７・８　コンゴ民主共和国・キサンガニで、首都
キンシャサ発118人乗りB727型機が悪天候のため
着陸失敗。74人死亡、44人負傷。
●７・10　ロシア・タタールスタンのヴォルガ川で、
カザン行き201人乗りの二層の遊覧船（定員140人）
が急速に傾き沈没。近くを航行中の船が79人救助。
左エンジン不具合のまま出航。122人死亡。
●７・10　インド・ウッタルプラデシュで、ハウラー
発デリー行き、15両編成の満員の急行列車が時速
108kmで走行中、脱線転覆。64人死亡、250人以上
負傷。
●７・23　中国・浙江省で、高速鉄道の線路上に停
車していた「D3115」列車に、後続の「D301」列車が
追突。D301の４両が高さ約20ｍの高架橋から落下。
落雷で列車制御システム停止。40人死亡、191人負
傷。
●８月　パキスタン・シンドおよびパンジャブで、モ
ンスーンによる洪水。病気が蔓延し、農、畜産物の被
害大。600万人被災。342人死亡。
●９・１　中国・四川省、陜西省、河南省など９省で、
豪雨による洪水被害。101人死亡。
●９・10　タンザニアで、約800人を乗せてザンジ
バル島からペンバ島へ向かうフェリーがエンジン停
止後転覆、沈没。乗客、貨物とも過剰で出航時から傾
き、乗船をやめた人も。620人救助、187人死亡。
●９・12　ケニア・ナイロビで、石油パイプラインの
貯蔵所から、スラム街の排水溝に石油が漏洩。石油
をすくおうと人々が集まったところで爆発、火災。ス
ラムに延焼し、120人死亡、110人負傷。
●９・18　インド・北東部で地震。M6.9、震源の深さ
19.7km。シッキム州で10万戸超損壊。ネパール、中
国チベット自治区でも建物被害。100人死亡。
●９・26　パキスタン・パンジャブで、定員70人のと
ころ105人が乗っていたスクールバスが、ブレーキ
故障のため水路に転落。30人死亡、75人負傷。
●９・27　フィリピン・ルソン島で、台風17号“ネサッ
ト”と19号“ナルガエ”が相次いで上陸し、大規模洪水
や停電により、マニラの首都機能がまひ。101人死亡。

＊早稲田大学理工学総合研究センター内　災害情報センター（TEL.03-5286-1681）
　発行の「災害情報」を参考に編集しました。

ホームページ　http://www.adic.rise.waseda.ac.jp/adic/index.html
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銀日本損害保険協会

シニアドライバーの交通安全啓発のために、「シニアドライバー

のための交通安全のすすめ」（A4判・4ページ）を作成しました。

安全運転力をチェックしたり、イラストで事故がおきやすい場面

を確認したりするととができます。

入手方法につきましては、下記ホームページをご覧ください。

http://www.sonpo.or.jp/archive/publish/traffic/0015.htm I 
、

社団
法人 日本損害保険協会
〒101・8335東京都千代田区神田淡路町2・9

電話03(3255) 1216 （業務企画部地麗・火災・新種グループ）

http://www.sonpo.or.jp 
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かけがえのない環境と安心を守るために
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